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（開 会 午 前 ９時３０分） 

●原議長 

おはようございます。 

全議員出席であります。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、予めお手元に配付してあるとおりであります。 

日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第 127条の規定により、5番・中原議員、7番・福島議

員を指名いたします。 

日程第 2、一般質問を行います。通告順に質問を許します。 

通告 1、10番・籏根議員。 

●簱根議員 

改めましておはようございます。10番、簱根でございます。私は、次の 1点につい

て質問をさせていただきたいと思います。サステナブルハウス建設にあたりまして、標

準装備というか装備品についてということで質問をさせていただきたいと思います。フ

ァミリー向け移住住宅、みさとと。サステナブルハウスを浜原に 16区画、都賀西に 3

区画の建設を計画をされておるところでございます。令和 6年度には、浜原に 6棟、都

賀西 3棟の建設が予定されております。入居者募集案内が広報みさと 8月号に掲載され

ております。その中で、ここがポイントとして、太陽光パネルと、電気自動車用コンセ

ントを標準装備し、薪ストーブにも対応するとあります。さらに各種補助金として、蓄

電池の設置、電気自動車の購入、また薪ストーブの購入、設置等の補助金があると書か

れております。それぞれの補助金の率についてお伺いしたいと思います。中でも太陽光

パネルを標準装備されるのであれば、蓄電池の設置も標準装備されたほうが、入居者の

方に喜ばれるのではないかと思いますので、お伺いをしたいと思います。以上 1点、よ

ろしくお願いいたします。 

●原議長 

番外、町長。 

●嘉戸町長 

皆様おはようございます。それでは籏根議員のサステナブルハウス、建設装備品につ

いてのご質問にお答えをいたします。ファミリー向け移住住宅、サステナブルハウスに

つきましては、今年度、浜原に 5棟、都賀西に 3棟、合計 8棟の建設を進めており、既

に建設をしているものと合わせて、現在 9棟の入居者を募集をしています。サステナブ

ルハウスは、自然の恵みと暮らす家をコンセプトに、太陽光パネル、電気自動車用コン

セントを標準装備するとともに、薪ストーブにも対応した他の自治体にはない住宅とな

っております。また、入居者の方には有利な町のゼロカーボン促進事業補助金を活用し

ていただき、蓄電池の設置や、電気自動車の購入、薪ストーブの導入も可能であること

を一つの売りとしております。一つ目のご質問、それぞれの補助率についてお答えをい

たします。まず、蓄電池の設置につきましては、蓄電池のみを設置をする場合、一基当

たり 10万円。太陽光パネルにあわせて蓄電池を設置された方は、1キロワットアワー

当たり 5万 2000円。電気自動車の購入については、軽自動車で最大 100万円、普通自
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動車で最大 130万円。薪ストーブは、対象経費の 3分の 2の補助率となっており、全国

でもトップクラスの補助制度となっています。また、この補助事業によるこれまでの実

績は、太陽光パネルに合わせて蓄電池を設置するケースが 35件、蓄電池のみの設置が

4件、電気自動車は、普通自動車 6台、軽自動車 13台、薪ストーブは 8件と数多くの

方にご利用をいただいています。2 つ目のご質問、太陽光パネルを標準装備に合わせて、

蓄電池の設置も標準装備にしてはどうかということでございます。こちらにつきまして

は、サステナブルハウスの整備方針として、蓄電池は入居者による選択としております。

これは、蓄電の方法としましては、蓄電池の他に、電気自動車や、V2H、ビークルツー

ホームの略ですが、といった選択肢もありますので、入居者の生活スタイルに合わせて

選択をしていただきたいというふうに考えております。 

●原議長 

10番、簱根議員。 

●簱根議員 

補助率に関してお伺いしたところでございますけど、かなり全国トッププラスの補助

制度ということで、これは入居される方には、大変喜ばしいものだと思うところでござ

います。太陽光パネルの設置でございますけど、太陽光パネルはですね、私も太陽光を

15年以上前になりますが、設置して売電をしておりました。設置当初の売電料金は、

キロワットアワー48円で買上げていただいておりました。当初でございますので。そ

れから 15年が経過した後におきまして現在は、キロワットアワー7.15円です。7.15円

で購入をされ、今現在はですね。それで、太陽光パネルを設置してる意味がないという

か、私の家が、8月の場合におきましては、発電量としては 260キロワットアワーの発

電をして、精算金として 1873円を受け取っておりますというようなことで、太陽光パ

ネルだけでは、だけというか、もう年数、現在の買い上げ料金は、多分、30円、40円

か、ちょっと調べてないんでございますけど、かなり安くなっておるのでは、ないかと

思うところでございます。最近では、太陽光パネルを上げるには、蓄電池もセットでな

いと、多分、電気料金を買上げてもらえんのじゃないかなというような気もしてるんで

すけど、そういうところは、いかがでしょうか。 

●原議長 

番外、町長。 

●嘉戸町長 

ご質問ありがとうございます。まず今町が、この太陽光パネルを標準装備しておりま

すけども、当然、町が建設費を出すんですが、この太陽光パネルの設置工事にあたりま

しては 2分の 1同じように、町が建設費用として、環境省からいただいております。た

だしこれは、FITでの売電は出来ません。一般的な売電はできるんですけども、ですか

ら FITよりもっと条件は悪いということになっております。それと入居者でございます

けども、この売電するのは、入居者にその権利はなくてですね、あくまでこの建物の所

有は、町が所有しておりますので、電気が余って売電する場合には、町が売電をして町

の収入ということになります。ですので、入居者につきましては、太陽光発電を使う場

合には、好きなように使っていただいて余ったものは、町がその分を取得すると。入居

者が、例えばこの電気を蓄電池に蓄電しておくですとか、電気自動車を買って電気自動
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車に充電しておくとかという形で使われる分には、入居者に好きなように使っていただ

ければというふうな形で整理をしております。私が答えるべき質問だったかどうかわか

りませんけど、美郷暮らし推進課長それでよろしいでしょうか。 

●原議長 

番外、美郷暮らし推進課長。 

●永妻美郷暮らし推進課長 

先ほど町長が申し上げましたとおり今現在の運用としましてはそういう形でやってご

ざいます。先ほどあった籏根議員のご質問の中に、蓄電池がセットでなければいけない

のではないかということについては、これは現在のところ、そういった制限はないとい

うふうに認識しております。 

●原議長 

10番、簱根議員。 

●簱根議員 

ありがとうございます。売りとして V2Hということで、車から家へという意味のもの

だと思いますが、これを活用するに当たっては、電気自動車のバッテリーに蓄電をし、

また、その電気を住宅にも使えるというようなものでございまして、これを、電気自動

車を購入してないとあんまり利用価値がないというか、いうようなもんじゃないかと思

うところでございます。さらなる、またこの環境に優しいということを考えますと、や

はり、せっかくの太陽光で発電した電源を蓄電して、自家消費、蓄電池を設置をして、

自家消費や停電等々に使えるのが家庭用の蓄電設備だと思います。こういうのも、これ

から先、電気料金の高騰が続く中において、自分のところで発電したものを自家消費し

ながら、また蓄電をして災害に使う、また言われていますように災害に使うということ

で、その代わり、やっぱり電気自動車を購入しないと利用価値が少ないように考えると

ころでございます。こういうこと踏まえますと、やはり、かなりこの蓄電池も高額なも

のになります。金額になりますので、個人でまた求められるとしても、かなり大変では

ないかと、単純に思っておるところでございますが、これは標準の価格というか 90万

から 250万程度の蓄電池を設置するための費用はがかかるのではないかと思うところで

ございます。こういうことを踏まえてもやはり、新築に合わせて蓄電池を設置して、考

えてもらったほうがいいのではないかと思うところでございますので、今一度お願いし

ます。 

●原議長 

番外、町長。 

●嘉戸町長 

今、ご説明いただいたとおりでございます。それで、V2H というのは、ためた電気を、

例えば夜間とかに家のほうに戻すと。ためたり家に戻したりということで蓄電池もしく

は、電気自動車というふうな選択肢はあろうかと思います。それで、一生電気自動車を

買わないという方がいらっしゃればそれは蓄電池しか選択肢がないわけなんですけども、

次の買い替えの車の買い替えの時期に、電気自動車を考えているという方につきまして

は、将来も含めて潜在的な電気自動車の購入の可能性があるんじゃないかなというふう
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に思っておりますので、ここら辺につきましては、ご本人がどうお考えになるかだと思

います。ただ、客観的に言えることはですね、先ほど申し上げましたように、一つが補

助金の額がですね、蓄電池のみの場合は一基当たり 10万円です。電気自動車につきま

しては軽自動車で最大 100万円。普通自動車で最大 130万ということでまず額が大きく

違うということでございます。それと、電気自動車の場合は、おそらく 300万円とか

400万円ぐらいすると思うんですけど、その分で、100万円あるいは 100万円以上の補

助額があるということで、ガソリン車と同等か、あるいはガソリン車よりも安いぐらい

実質的には購入できるというところは、大きなメリットかと思います。それと蓄電池に

つきましてはですね、大体 5キロワットから 10キロワットぐらいの容量のものが主流

じゃないかと思います。これが、例えば 100 万円近くから 200万円以上をするぐらいの

値段でございます。私も電気自動車乗っておりますけど、私の車で 62キロワットです

から、一般的な蓄電池と比べると、桁違いの蓄電量がありますので、単純に比較した場

合には、コストパフォーマンスは電気自動車のほうがいいんじゃないかなと思います。

ただ決められるのは、あくまで、入居者でございますので、選択肢として決めつけでは

なくて蓄電池、あるいは電気自動車両方でも可能なような形で選択肢として残しておる

ということでございます。 

●原議長 

10番、籏根議員。 

●簱根議員 

分かりました。せっかくの天然自然資源を使用する。使用の削減ということで、電気

自動車にしろ、蓄電池にしろ大変ゼロカーボンということに関しては、大変いいことだ

と思います。これは、検討していただくということで、私の質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

●原議長 

籏根議員の質問が終わりました。 

通告 2、7番・福島議員。 

7番、福島議員。 

●原議長 

7番、福島議員。 

●福島議員 

7番、福島でございます。私は、通告どおり、獣害対策に緩衝帯設置の奨めをという

ことで、一般質問をさせていただきます。5月の田植え時に、サルが 1匹突如として現

れました。見たことがないサルが、作物を農地を荒らしてくれました。これまで、私た

ちの住んでいる地域で、イノシシ被害はあっても、サルの被害は全くございませんでし

た。近隣に住む者は、非常に驚いたものでございます。これが前触れだったのかどうか

わかりませんが、4月の初めごろから、比之宮市区全地区を 30匹から 60匹の大群が現

れ、畑にあるキュウリ、カボチャなどをはじめ、まだ青くて熟れていない柿までも被害

に遭っています。7月の終わりには、獣害対策研修会が、比之宮交流センターで開催さ

れ、多くの方が受講されました。1人の有志の方から、呼びかけがあり、比之宮地域が

一丸となって情報共有をしながら対策に取り組んでいることから、今何匹ぐらいの集団
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のサルがどこに現れ何をしているなど、生の情報が知り得ることが出来ております。被

害に遭う前に、どういう状況であることなどが分かり獣害対策などの対象方法がとれる

ようになり、君たちが住めるところではない。山に帰れとのいう活動が展開されていま

す。地域では、挨拶が終わりのほうが早いかのうちに、イノシシ、クマ、サル、カラス

などの鳥獣対策の会話が中心となっています。稲の刈取りも始まり出しました比之宮地

区では、挨拶が終わるのが早いかどちらかのうちに、イノシシ、クマ、サル、カラスな

どの鳥獣対策の会話が中心となっています。私が感心したのは、できる出来ないは別だ

ものとして、緩衝地帯を増やしてはどうかでありました。カラスは見られても堂々とし

ますが、他の動物は確かに人間の目に触れるのを嫌い緩衝地帯に現れることも嫌がると

思っております。自分では町内 2箇所くらいは、緩衝地帯が立派な緩衝地帯があるんじ

ゃなかろうかと思っております。もし、本当に緩衝地帯を設けることに被害が減ること

につながるのであれば、緩衝地帯の設置を町として進めていただきと思いますが、いか

がでしょうか。川もまた同様であり、ヨシが川を埋め尽くしており、イノシシを初めと

する獣たちの住居となっております。住居というのは住処でございますが、村之郷地内

の宮内川は結構大きな川だと思います。ヨシはそれでもブロック天端よりはるかに高く、

川を占領するぐらいに繁茂しており、先日、被害防止のためわずかでありますが、本当

の最小限の面積でありますが、刈り取りを行いました。ヨシの刈り取りを進めてると、

動物の住処かと思えるか所が 2箇所もございました。このようなことから、やはり、山

はもちろんですけども、川の草刈り、緩衝地帯設置が必要だと思いますが、いかがでし

ょうか、お伺いいたします。 

●原議長 

番外、町長。 

●嘉戸町長 

それでは福島議員の獣害対策に緩衝地帯の設置を、のご質問にお答えをいたします。

比之宮地域では、7月 25日に比之宮公民館を会場に、町が、美郷バレーキャラバンの

一環で獣害対策研修会を開催をさせていただきました。当日は、男女問わず多くの方に

受講いただき、獣害問題とその対策への関心が非常に高かったというふうに感じており、

美郷町公式 SNSのノートでも紹介をさせていただいております。キャラバンでは、柵の

設置と、集落の環境対策、地域コミュニティの重要性をお伝えしたところです。研修後、

比之宮地域におかれましては、すぐに隣近所、地域ぐるみで獣害対策に取り組まれ、先

ほど議員からご紹介ありましたように、河川の草刈りによる緩衝帯設置というような地

域の皆様の前向きで主体的な取組みとしてご提案をいただいていることは、大変評価さ

れるべきものと思います。議員ご提案の緩衝地帯につきましては、野生動物と集落をす

み分ける総合対策の一つと位置づけられています。獣害研究科の井上雅央先生によると、

総合対策の順番としては、第 1にみんなで勉強、第 2に守れる田畑・集落、第 3に囲い

や追い払い、第 4に個人で無理はしないという、この 4点が重要と言われております。

緩衝地帯は、野生動物を集落に近づきにくい、環境対策の一つとなりますが、残念なが

ら、それだけでは、田畑への侵入や集落への出没をとめることは出来ません。まずは、

農地の周りに防護柵を設置し、農地の適切な維持管理をして、侵入をなくすこと。集落

周辺の野生動物を誘引する餌をなくすこと。集落内とその周辺の耕作放棄地の草刈りを

して、集落内の潜み場所をなくすこと。そして、現在、比之宮地域で実践されています
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地域ぐるみで情報共有をして追い払いを行うといった対策をされることを、地域でしっ

かりやっていただくことが重要と考えております。緩衝帯としての野生動物の潜み場所

となる可能性のある河川の草刈りにつきましては、環境管理として労力や財源など、無

理のない可能な範囲で地域で取り組まれることは、総合対策の一層の効果につながるも

のではないかというふうに考えております。 

●原議長 

7番、福島議員。 

●福島議員 

まず、緩衝帯、比之宮の取組みについて評価いただきましてありがとうございます。

またみんなで頑張っていかなければならないとは思ってはおりますが、なかなか高齢化

社会になり取組みが難しい状況となっております。自分も先ほど申しましたように、草

刈りをしたというものの、その前から、ヨシが、ヨシの根がどんどんどんどん川から入

ってきて、ブロックの 3メーターぐらいあるような、天端が 3メーターぐらいまである

ようなブロックから、ヨシの根が伸びてきて、田んぼに入ってきます。このようなこと

では困ってしまうんで、なるべく、気がつけばヨシの根だけは刈るように努力しておる

つもりです。そのような現状を役場にご存知だろうか、どうだろうか、ちょっとお尋ね

をしたいと思います。 

●原議長 

番外、美郷バレー課長。 

●安田美郷バレー課長 

福島議員のヨシの状況、現状非常に環境がだんだん厳しくなっているというようなご

質問です。実は、6、7年前、実は私の住んでいる自治会の河川でもですね、河木谷川

というところがあるんですけども、やはりヨシが同じような状況になりまして、県央県

土整備事務所から、3年間ほど委託で草刈りをやったことはございます。その経験から

申し上げますと、先ほど福島議員申し上げられましたように、非常に草刈りが大変だと、

足場も悪くまた蜂とかマムシも出てくると。ましてや、1年刈っても、また次再生しま

すので、昔のようにこれを農業資材として、敷わらとかにするというような、そうした

ことも、現在はございませんで、どんどん堆積していくというようなことで、非常に管

理のほうが問題になっていると。これは、ある意味、獣害問題、獣害対策以前の環境問

題として、これは、空き家の問題、耕作放棄地の問題、全般の問題として考えていくべ

きものではないかというふうに考えております。もう 1点は、その大変さの部分で、先

ほど町長が答弁を申し上げましたけども、獣害対策の順位としましては、やはり河川の

前にしっかりと畑を守って侵入させないというところが、やっぱり一つの順位になるの

かなというふうに考えております。ただ 1点だけ申し上げますと、江口先生が申し上げ

られました獣害対策には、柵の設置と環境対策が絶対条件だというところでは、重要な

要素であるというふうな認識しております。 

●原議長 

番外、福島議員。 
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●福島議員 

ありがとうございます。それで、自分は今までのイメージでは、イノシシというもの

は山からやってくるものだと思っておりました。ところが今回は、川からやってきてく

れまして、慌てて草を刈ったというのが本音でございます。そのようなことからやはり

ちょっと、川のあれも急ぐのではないかと思っておるところなんですけども、今おっし

ゃられたように、環境を守らなきゃいけないということで思うんですけども、自分たち

の集落は自分たちで守るということで 1番大事だろうと思います。比之宮地区も近々、

また、追い払いの講習会も検討されて、明日ですか、計画されております。何か 10人

ぐらいがお集まりになるんじゃなかろうかと、もっと多いんか、ちょっとよくわかりま

せんが、そういうお話を聞いております。緩衝地帯の整備などの追い払いや柵での侵入

防止、最後に檻による捕獲しかないのかなと思っておりますが、やはり、何遍も言って

申し訳ないんですが、放任果樹対策も含めた緩衝対策の設置が一番基本かなと自分では

判断しております。しかしながら、残念ながら、全員が集落の者が高齢化で、なかなか

時期も今先ほど申しましたように、1番忙しい時期でありまして、なかなか逆に人も集

まらないし、敵は一生懸命頑張ってくれるということで、戦いを、ちょっとこっちのほ

うが不利な立場にあります。そういうようなことについては、ご理解をいただけるもの

と思いますが、いかがでしょうか。 

●原議長 

美郷バレー課長。 

●安田美郷バレー課長 

福島議員の現状、高齢化も含めて集落、気持ちは理解しているけども、実態は非常に

農繁期もありということは、十分、私ども、承知しているところでございますし、役場

を帰ればいち住民としてですね、同じ境遇の中で生活をしているという人間としまして

も、重々承知しております。そうした中で、今現在、地域でこれは産業振興課のほうの

所管になりますけども、地域計画でどういうふうに、10年後の地域を見ていこうかっ

ていうような状況もございます。また河川管理のほうに関しましては、やはり獣害とい

う以前にですね、河川の、やっぱり所有者の管理っていうことになりますと、一級河川、

二級河川ありますけども、国あるいは県との関係も出てくるんではないかと思いますの

で、ここら辺との兼ね合いが出てくると思います。 

●原議長 

議長、福島議員。 

●福島議員 

地域計画という話が出てまいりました。話がだんだんだんだん大きくなって申し訳な

いんですけども、平たく言えば直接支払い制度もあって、その中で草を刈ったり、いろ

んなこともできると思っております。地域計画 10年後を目指してどうするかというこ

とで、色塗りから始まったりするわけですけども、この間も新聞にも確かに地域計画と

いうような構造改善の関係もございました。これはなかなか、そう言葉や文書にしても、

実際は難しいのではなかろうかと思っています。最後には、やはり、人間の手と協働し

かなのかなと思うところでございます。最終的に言うと、川のヨシを刈っていただけな

いのかなと思うところでございます。というのをも、この間も 1回ゆっくりと川をもう
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1回見つめ直したとき、水はどこへ流れるんだろうかなあと思って思った次第です。水

の流れるところが見えないんですね。水がこの間ちょっと出た後見に行ったら、ど真ん

中を水が走ってる跡がございましたが、それ以外のところはヨシが、しゃきっとしてお

るというようなことでございまして、やっぱり災害防止のためにも、ヨシの刈取り、あ

るいは、堆積土の撤去も必要じゃなかろうかと思うんです。ただ、それにはやっぱり町

の管理する河川は町の河川だろうし、宮内川は、県河川でございますので、県にやって

もらわにゃいけんのじゃないかと思うところでございますが、これは町から、県の方に

お願いしていただくようなことにはならないのでしょうかお伺いいたします。 

●原議長 

番外、建設課長。 

●三上建設課長 

失礼します。先ほど福島議員からのご質問をお答えいたします。福島議員言われるよ

うに、県が管理する河川は、県が維持管理をする、町が管理する河川は、町が維持管理

をしているところでございます。町河川、県河川におきましても、そういうヨシですと

か、堆積土砂撤去等する事業というのがございます。ただ、予算の方も限られておりま

す。県の方は町主催でやっております県単の事業が、県単の浄化事業ありまして、そち

らのほうは、県と町 2分の 1ずつで、毎年、大体 250万から 70万ぐらいの予算で、町

主催で、県河川の方のそういう浄化事業を行っております。また県のほうは県のほうで、

県の補助を使って、防災安全交付金事業というので、河川リフレッシュ、また、県単事

業でも、河川維持修繕事業というので、県のほうでも対応をされております。県のほう

への、それは県主催の事業になりますが、そちらのほうは、町のほうから、河川の壊れ

ている箇所ですとか、またそういう堆積土砂がある箇所ですとか報告をして、県のほう

から、現地を確認をしていただきまして、これは郡内の予算になりますので、その中で、

順番がつけられて、事業が進むという形ですので、危険な箇所、流れを阻害して住家で

すとか農地に影響が及ぼす箇所が優先されるのではないかと思います。そちらのほうに

も、もちろん要望することも出来ます。また先ほど申しました町が県の補助金を使って、

町主体で出来ます浄化事業のほうは、町が主体ですが、こちらのほうも、何箇所かござ

いますので、現地を確認させていただいて、順番でやらせていただくような形になろう

かと思います。以上です。 

●原議長 

7番、福島議員。 

●福島議員 

本当、町支弁川、ここ役場に出るおりには、何遍も見てきたんですが、町河川が浄化

されて堆積の除去、堆積等の除去をされたといって、本当気持ちよくなっておりまして、

また住民さんが喜んでおられる声も相当お聞きしております。非常にいいことだと思っ

ております。宮内川につきましても、しっかりと要望活動をしていただきまして住民が

喜ぶような形を、ひとつよろしくお願いいたします。議長お願いでございますが、ちょ

っと通告してないことを、お聞きしたいと思いまして、関連事項としてお聞きしたいん

で、お許しを願いたいと思います。 
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●原議長 

はい、どうぞ。 

●福島議員 

実は先般新聞読んでおりますと、美郷町は使うてないんですけども、と思うんですが、

鳥獣被害防止総合対策交付金というのが国の方ではあるようです。これは何遍もイノシ

シの補助金とか何かめぐっていろんな質疑の中で知り得た情報としては、これは、国庫

であって美郷町は使ってない。美郷町は県単の事業を使っているということを伺っては

おるんですが、この事業が、これ財務省ですか、の方から非常に縮小するというような

動きが、お聞きしました。適正な規模にするとか、しなさいとかいうような指導もされ

とるということなんですが、これは一体どういうことなんだろうかなと思っておるんで

すが、ご存じしたら、お聞きしたいと思います。 

●原議長 

番外、美郷バレー課長。 

●安田美郷バレー課長 

福島議員の、財務省が、この鳥獣外防止の事業に対して指摘をしているというご質問、

その理由ということなんですけども、実を申し上げますと、昨年度、また今年も島根県

にも会計検査 5月入りましたけども、侵入防止柵等ですね、しっかりと設置してないん

じゃないかと。これだけ補助金を国が何十年も出しながら、全く設置と管理が活かされ

てなくて、調査を 33箇所やったら 8割近くが、全くうまくやってなかったというとこ

ろで、農水省のほうに対しまして、これでは、お金、ちゃんとした獣害対策になってな

いから検証が必要だという指摘をしております。合わせまして、捕獲頭数は増えるんだ

けども、被害額は減っていないというところも指摘されておりまして、財務省としまし

ては、捕獲と被害額、農林作物の被害額の減少等の直接的なつながりはないということ

を指摘されております。ちなみに江口先生は、8月の地方議会人のほうに特集で寄稿し

ておりまして、これは画期的な国の指摘事項だというふうに、踏み込んだ画期的な報告

であるという一文を載せておられます。今まで江口先生は、これはフォーラムでもそう

だったですが、過去のフォーラムでもそうですけども、被害額と捕獲頭数、本来捕獲頭

数が増えれば、被害額も減るという国の論理が全く壊れているということを以前から言

っていたのが、ここで財務省が完全にそれを支持したという形になっております。予算

のほうは、今シーリングの段階でございますので、使う使わないは別ですけども、実は、

昨日、農林水産省の本省から 2名、あと、中四国農政局から 2名、それと県の職員 2名

で、この問題について美郷町に視察に入ってきております。これはある意味で美郷町が

うまくいってるというところのヒントをもらいに来てるというところで、昨日あったと

いう、こういう現状、私のほうで知ってる限りのことをちょっと答弁させていただきま

した。 

●原議長 

7番、福島議員よろしいでしょうか。 

●福島副議長 

7番、福島議員。 
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●福島議員 

いろいろ教えていただきましてありがとうございました。一生懸命私たちも頑張ろう

と思ってはおります。また、河川浄化、あるいは、緩衝地帯などについて、悪い子が住

まないようにしていきたいと思っておりますので、ご支援をお願いしたいと思います。

これで質問を終わります。 

●原議長 

福島議員の質問が終わりました。 

ここで 10時 30分まで休憩といたします。 

 

（休 憩 午 前 １０時１７分） 

（再 開 午 前 １０時３０分） 

 

●原議長 

会議を再開いたします。 

通告 3、2番・牛尾議員。 

●牛尾議員 

2番、牛尾です。それでは、私のほうから 2 点について、質問をさせていただきたい

と思います。初めに、空き家対策の強化対策についてお尋ねをいたします。全国的に社

会問題となっております空き家について、国では、空家等対策の推進に関する特別措置

法を制定し、状態のよい空き家については利活用を図り、管理不全の空き家については、

さらなる悪化を防止し、危険な空き家については、除却等を進めるとして各種事業を実

施しているところであります。昨年 12月 13 日、国は、危険な空き家の除却等を進める

とともに、市民に悪影響を及ぼす前の有効活用や適切な管理を総合的に強化するため、

法律を一部改正し、施行をいたしました。改正の概要は、空き家等の所有者等の適切な

管理の努力義務に加え、自治体の施策に協力する努力義務が追加されました。また、市

区町村長は、管理不全空き家等に対して指導、勧告できることになりました。さらに、

市区町村が、空家等管理促進区域の設定と、その区域の空き家等活用促進指針の制定、

空き家等管理活用支援法人の指定、特定空き家等の所有者等に対する報告徴収、特定空

家等除却の緊急代執行、財産管理人の選任請求ができるなどの内容が追加をされました。

さらに、本町におきましても、人口減少に伴い、空き家が増えつつあり、至るところに

散在しております。空き家は、景観を損ない、町の印象に悪い影響を及ぼし、近隣住民

に不快な気持ちを抱かせ、野生動物の侵入や倒壊により、日常生活の安心、安全を脅か

すことになりかねません。こうした状況を踏まえ、町は空き家管理サービスを提供でき

る体制を整備するとともに、所有者に対して、空き家を適正に管理、除却を含んでです

けども、することを継続的に促し、リフォームによる利活用を進めることが必要だと考

えますか、いかがでしょうか、お伺いをいたします。次に、賑わいは生産現場からとい

うことで、生産現場の振興策についてお尋ねをいたします。商業活性化賑わい創出事業

の基本計画におきまして、直売所機能の強化に関する整備方針について、既存の産直み

さと市を撤去し、新たな複合施設を整備する。産直ネットワークを活かした町内全域の

農産物や特産品を集約した産直市を展開すると謳っております。新たな複合施設におい
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て、産直市の販売スペース、バックヤードともに既存施設と同規模と想定をされて計画

をされておりますが、直売所機能の強化については、産直市の取組み内容を充実させる

ことが必要であり、一次産品、とりわけ農産物の品揃えを充実させることが重要と考え

ます。現在、町では、農業振興策として、重点品目の苗購入助成などの支援策を数多く

講じられておられますが、農家が減少し、農業生産が減少する中で、さらに踏み込んだ

支援策として、生産販売を行っている農家等に対する生産拡大や省力化のために必要な

施設機械の導入支援、また、定期的な栽培勉強会の開催、効率的な集荷方法の導入等に

取り組む必要があると考えますが、いかがでしょうか。また、農産物加工品等の品ぞろ

えを充実させることも産直市の賑わいに重要な要素であります。既に産直市等で販売し

ている事業者に対し、加工品の商品力の向上や、新たな商品開発に取り組めるよう、ノ

ウハウの取得や加工設備の整備に対する支援が必要と思いますが、いかがでしょうか。

一方、産直市そのものの取組みとして、新たに通販やふるさと便にも取り組むことで、

販路拡大を図ることが必要と考えますがいかがでしょうか。こうした取組みは一朝一夕

でなるものではなく、愚直に着実に少しずつ実績を積み上げていくことが求められます。

生産現場が賑わうことが、美郷町を地場産業活性化拠点施設、これは新たな賑わい施設

ですが、賑わいをもたらすのではないでしょうか。以上 2件につき、ご答弁よろしくお

願いいたします。 

●原議長 

番外、町長。 

●嘉戸町長 

それでは、牛尾議員 1点目の空き家対策の強化を、のご質問にお答えをいたします。

空き家の状況は、国の調査では、この 20年間で約 1.9倍に増加をし、今後さらに増加

をする見込みであり、当町におきましても、人口減少が進む中、同様の状況にあると認

識をしております。空き家の問題としましては、建物の老朽化による倒壊や景観の悪化、

有害鳥獣の棲み処となるなど、周辺地域へも様々な影響が発生することから、空き家の

発生を抑制していくことは、非常に重要であると考えています。現在、美郷町の空き家

の利活用を進める対策としましては、空き家バンク制度の運用や、空き家バンクに登録

し、活用を推進するため、空き家の残置物処分やハウスクリーニングなどに対しての助

成を行っています。また、充実暮らし制度として、一定の条件が必要となりますが、新

築住宅を建築する際に、空き家の解体を必要とするケースでは、空き家解体費用に対し

て最大 200万円の助成を行う制度を令和 3年 4月に創設をしています。議員がお尋ねの

空き家管理サービスの体制整備につきましては、まずは民間のサービスとして行われる

ものと考えており、行政としましては、民間の動きを見ながら、必要な対応を考えてい

きたいと思います。また、空き家を適正に管理することを継続的に促すことにつきまし

ては、固定資産税の賦課に合わせて、空き家バンク制度のチラシを同封し、利活用に向

けた周知を行っております。空き家のリフォームによる利活用につきましては、40歳

以下の UIターン者が対象となりますが、定住者向け住宅改修事業として、最大 50万円

を補助する制度を設けています。また、この他に、空き家を改修して、賃貸住宅を整備

する県の補助金もあり、これを財源とした新たな空き家利活用メニューを増やすことも

可能であると考えております。 
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●原議長 

2番、牛尾議員。 

●牛尾議員 

ありがとうございました。空き家が町にとって大変大きな問題であるというご認識を

まずは、確認をさせていただきました。その中で、大変これ個人資産に対する扱いにな

りますので、本当に町の思いがですね、そのままストレートに表現できる、いろんな施

策を展開するということは非常に難しい。そういった背景があるというのは、これはも

う誰しもが理解できるところだろうというふうに思いますが、その中でも、やはりこれ

だけ問題がといいますか、住民生活に様々な形で、やはり悪い影響を及ぼしている実態

がますます深くなっていくんだろうということも、やっぱり住んでる方々がやはり不安

に思っていることも事実であろうというふうに思います。そういった背景を持って質問

をさせていただき、1年前にも同様の質問をさせていただきまして、質問の内容もほぼ

同じような形でさせていただきました。12月に、いわゆる法改正があって、さらに踏

み込んだ内容が事詳しく整理されたものが提示されたということで、改めて質問させて

いただいたということを、ご理解をいただければというふうに思います。最初に、一つ

ずつちょっと順番を追って、質問を進めていきたいというふうに思います。まず最初に

空き家の管理サービスについてであります。ちょっと私の質問の仕方が悪かったという

ところもあるんかなと思います。町として体制整備をやるべきじゃないかというふうな

ちょっとストレートな言い方をしてしまいました。町長答弁にありましたように、これ

も私の認識としては、これが町が直接やるというよりも、これはいわゆる民間サービス

が基本であろうと思います。民間の有償サービスですね。これが基本であろうという認

識であります。町の役割としては、どちらかというと、やはり、これだけのやはり問題

という状況に対して、そのサービスを民間サービスが、少しでも早く進められるような、

いわゆる後押し、プッシュですね。そういった取組みについて、何かお考えはないだろ

うかという意味合いがどちらかとして強かったんですけども、十分書ききれなかったと

いうところを私の質問が悪かったんだろうというふうに思いますので、ちょっと改めて

そこのお考えを聞かせいただければというふうに思います。 

●原議長 

番外、美郷暮らし推進課長。 

●永妻美郷暮らし推進課長 

失礼いたします。空き家管理サービスの提供についてでございますけれども、確かに

町長申しましたとおり、まずは個人さんのところでやっていただくというのが、大原則

というところで考えております。ただ、議員おっしゃるように、空き家の問題というの

は非常に、当町としても、重要な課題だということは認識しております。この管理制度

につきましては、管理のサービスということにつきましては、民間で行われているとこ

ろもあるということは承知しておりますので、うちのほうから、例えばシルバー人材さ

んのサービスの拡充であったり、もう一つは、ふるさと納税のしくみといいますか、そ

の中の返礼品の一つとして墓地の管理のサービスであったりそれから空き地の草刈りの

サービスといったようなものもございますので、そういったところの事業者さんへのサ

ービスの拡充としての働きかけというのは、うちとしてもやっていけるのではないかと



16 

 

いうふうに考えております。 

●原議長 

2番、牛尾議員。 

●牛尾議員 

今、具体的にちょっと事例も挙げながらご説明をいただきました。で、なぜ問題にな

ってるかどういうと、やはりは離れてしまえばどうしても、やはり皆さん、新しい土地

での仕事、生活があって、当然、ぼっと暇をもてあましてるわけじゃなくて、忙しい

日々を、それぞれの家庭、新しい場所で暮らしておられるということで、やはり思いが、

こちらのほうの状況まで至らない、ふっと思い出した時には、もう、かなり時間が経過

しているというふうなことが、やっぱり実態じゃないかなあというふうに思います。全

て放置されている方が、悪意を持つということでは、私はないんだろうというふうに思

っております。だから、実際、私の知るところでは、知り合いに頼んで定期的に、多分、

お金を何かしらお支払いしてだと思いますけども、定期的に庭の草刈りを頼んだりとか

いうふうにされておられる実態も承知をしております。だから、こういうのを、もう少

し幅広い組織的な取組みにすることで、気にかけている人が結構多いだろうと思ってま

すので、土地を離れて空き家にしていることを気にかけてる人がやっぱり結構多いと思

いますので、そういう方々に、こういうサービスがあるから利用されませんかというこ

との、やはり、そういう具体的なものを提示することで、改善されていくケースという

のはあるだろうというふうに思います。現実、本当に今の時期、葛の葉がどんどん、1

日何十センチも伸びますから。あれは。侵入してもう耐えられんというふうな実態がそ

う少なくない事例だろうというふうに思いますので、それをやはり、近隣の方々が善意

で処理をされているというのが実態だろうと思いますので、やはり、少しでも、そうい

う状況がですね、改善できるよということのお声掛けができるその背景をですね、整備

を町としても働きかけることで進められるということが必要だと思います。先ほど墓守

の話がございました。墓守というか、墓の管理ですね。きれいに掃除をしてあげる。庭

の草を取ってあげるということだろうと思うというふうに思いますし、空き地の話もあ

りましたですかね。空き地も草刈りをする返礼品として、大体時間か、面積か何かで多

分幾らぐらいというふうな設定をされているんだろうと思いますけども、例えば社協さ

んなんかが、庭の剪定なんかも受けておられますよね。あれも一つの場合によっては、

とり方によっては、その空き家の庭木の管理という位置づけになろうかというふうに思

いますので、それを広める形で、草刈りとかいうふうなものを用意すれば、一定量の業

務、仕事ですね、としてのボリュームが出てくるんじゃないかなというふうに思います。

実際、個人個人のつながりでやっているそのサービスもですね、そのやってる方と、社

協の協力者みたいな形で取り組んでいただくことで、広がりが出てくるようなことにな

ればいいのかなというふうに思いますので、少し町としての働きかけをお願いできれば

というふうに思います。 

●原議長 

番外、美郷暮らし推進課長。 

●永妻美郷暮らし推進課長 

ご提案ありがとうございます。現在は、答弁の中でも、町長申し上げましたとおり、
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空き家バンクの取組み、利活用のほうを中心とした今、町としては、取組みの方を重点

に置いて進めているというところでございまして、そこの維持管理というところについ

ては、まだなかなか力を入り切れてないところはあるというふうに思っております。民

間のそういったサービスを知られない方もいらっしゃると思いますので、そういった空

き家バンクのサービスと合わせてそういったサービスも、周知といいますか、すること

も検討していきたいというふうに考えたいと思います。 

●原議長 

2番、牛尾議員。 

●牛尾議員 

ありがとうございます。ぜひともお願いします。それで今空き家バンクの周知の話も

出ました。それと、答弁をいただいた中で、継続的に、空き家管理を適正にすることの

通知、固定資産税の賦課通知ですね。これは、固定資産税の賦課通知は空き家になって

いる方々のほぼ全てのところに届いているという理解でよろしいんでしょうか。 

●原議長 

番外、住民課長。 

●志村住民課長 

すいません。固定資産税の賦課の通知につきましては、うちのほうで把握をしている

家屋、土地のあるものについての所有者が分かるものについては、全てお送りしており

ます。全て通知をしております。 

●原議長 

2番、牛尾議員。 

●牛尾議員 

そうすると、届け先の不明なものが届けようがないということだろうというふうに思

いますので、可能な部分については、通知をされているということで、かなり高率でそ

の通知がいってる。だからそれに合わせて空き家バンク制度のチラシを送られていると

いうことなんだと思いますので、ただ空き家バンクは、利活用ですね、利活用できるた

めのお見合いの場みたいな、利用できますよという提供の場と、利用したいという出会

いの場というふうな私は理解をしております。だから、空き家の場合は、利活用出来な

い特定空き家とすると、危険な空き家ということで、どんどん悪くなっていくケースも

結構あるというふうに、実態としてあるだろうというふうに思っておりますので、確か

に空き家バンクのものは、それはそれとして情報として大事だと思いますけども、もう

少し幅広いですね、空き家の管理について考えていただく、思い出していただく。あな

た空き家あったでしょと。今どうなってるのというふうなことを自覚をして一つ周りに

迷惑をかけていないだろうかというふうな思いをめぐらしていただくようなもので、ち

ょっと調べてみますとですね、県が何かつくってますね。県がホームページ見てますと

ですね、空き屋の 2種類見てましたね。空き家の手入れをしてますかというチラシ、裏

側は、空き家の適正な何たらかんちゃらっていうことで、チェックしてみましょうとい

うふうな、こういうチラシが一つ作っていますね。家へお持ちの皆様、これは、幅広い

ものですけども、これ表裏です。ちょっと私、プリントアウト両面にしましたけど、こ
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ういう 2種類をつくっております。これはどちらかというと、空き家の適正な管理がさ

れてますかということで、本当に大丈夫、迷惑かけてないの。空き家の手入れをしてま

すかというストレートなそれぞれの市町村の連絡先が書いてありますので、何かあった

らこちらに連絡してねというふうなものがありますので、少なくとも、やっぱりこうい

ったものを、空き家バンクだけじゃなくって、こういったやはり本当にいいのというふ

うなことをですね、少し何ていうか、努力義務をですね、があるんですよと、あなたは

努力義務をしないといけないんですよという法律の、そこの部分をですね、やっぱり伝

えるようなもの、それと、当然、空き家として利活用できるものについては積極的に利

活用する。それについては、この後で言いますけども、助成制度もありますよというふ

うな情報提供もしてあげるというふうなことで、もう少し情報提供の内容を膨らまして、

しっかりとしたものにされてはいかがでしょうか。 

●原議長 

番外、美郷暮らし推進課長、。 

●永妻美郷暮らし推進課長 

ありがとうございます。確かに空き家の維持管理というところを含めての周知という

のは、大変重要なことだというふうに思います。それで、少しでも、所有者の方の意識

づけ、動機づけといったものができる方法というものを考えて、ちょっと検討していき

たいというふうに思います。 

●原議長 

2番、牛尾議員。 

●牛尾議員 

どうかよろしくお願いしたいと思います。実際に行動を起こされる方っていうのは、

そんなに多くないのかもしれませんけども、やはり今よりはよくなるということをやっ

ぱり期待できると思いますので、事例が一つずつそういう事例が積み上がっていくとい

うことが大事だろうというふうに、行動を起こしていただくということが大事だろうと

思いますので、ぜひともお願いをしたいというふうに思います。それともう一つ、リフ

ォームですね、使えるものはしっかりと使っていきたいという考え、これも大事だろう

と思います。それで少し前向きな答弁をいただきました。新たな今も新築については、

解体補助 200万ということで、かなりの高額の解体助成をされているということで、こ

れは新築セットだよということで、これは魅力のある事業メニューだろうというふうに

思います。ただ、これは危険な空き家だったりというふうなことが前提になる場合もあ

ると思いますので、そうじゃなくて今使えるものですね、リフォームということで、県

の補助金もありということですので、これもう少し具体的に何かお考えがあればお聞か

せいただけますか。 

●原議長 

番外、美郷暮らし推進課長。 

●永妻美郷暮らし推進課長 

最後の答弁に書きました空き家の新たなメニューというところでございますけれども、

県の方の補助事業といたしまして島根定住推進住宅整備支援事業というものがございま
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す。これには新築のを対象にしたものと、それから改修を対象にしたものということで

新築につきましては今、民間借り上げ住宅ですとか、若者定住住宅等で活用しておりま

すけれども、この改修につきましては、空き家をリフォームして、賃貸用に貸出してい

くという制度があります。これにつきましては、当町ではまだ取り入れておりませんけ

れども、近隣の市町、県内でも全部ではございませんけれども、結構な自治体さんのほ

うで取り入れられて活用されているということをお聞きしておりますので、現在、それ

の事業化に向けたところが出来ないかなというところで、いろいろちょっと今、各自治

体の制度の内容だったり実態というものを、今ちょっと研究をしているところでござい

ます。 

●原議長 

2番、牛尾議員。 

●牛尾議員 

島根定住推進住宅整備支援事業、私も県の方に行って勉強をさせていただきました。

何かいい事業ないのということで行きいました。そうしますと、結構補助率いいんです

ね。これは。だから直接事業で町が直接やる場合と、要は町内の所有者だったり、工務

店だったりが事業主体になって、リフォームをかけて提供するという間接事業と、2つ

あるということのようです。今近隣市町村でやっておられる事例があるという話もあり

まして、私も、津和野町なんか、どっちかいうと、結構、しっかりとこれを使ってやっ

ておられて実績を上げておられるということを伺いました。今、ああいうファミリー向

け住宅をやっております。それはそれとして、一つの政策として、私は大事だというふ

うに思っておりますが、大変もう一つのアイテムとして、これも十分活用すべきだろう

というふうに思います。いわゆる国と県、それと町、いわゆる 3つの行政が、金を出し

合って、どっちかいうと国が結構金を出すような形になっております。町が、全体の 6

分の 1ぐらいですかね。全体というか、事業補助分の 6分の 1ぐらいの事業費で済むよ

うな計算になってくるような事業内容になってますので、結構、やりやすい事業だとい

うふうに思います。ぜひとも、新年度、来年度に向けてもですね、事業として、組立て

ていただきたいというふうに思いますけども、いかがでしょうか。 

●原議長 

番外、美郷暮らし推進課長。 

●永妻美郷暮らし推進課長 

これの来年度の予算に向けては少しいろいろな、どういうんですか、実態ですとか、

補助の内容を等々と整理していく必要があると思いますけれども、いずれにしましても、

こういった形で、リフォームが、もし仮にしていたことができるのであれば、空き家の

対策の一つの事業としても、大きな活用ということになるのかなというふうに考えてお

ります。ただ町が空き家を持ってということになると、なかなかですね、ちょっとそれ

は難しいというところがあるかと思いますけれども、空き家の所有者の方に対して、そ

ういう方がいらっしゃるかどうかというところのニーズも含めて調査をしながら、事業

の創設に向けて検討はしていきたいというふうに考えております。 

●原議長 

2番、牛尾議員。 
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●牛尾議員 

両方、直接事業と間接事業と、2つあります。事例を聞きますと、直接事業は、空き

家改修と言いながら、もともと町施設だったものを、いわゆる UIターン、UIターン対

象になりますので、それとお試し住宅とか、そういうものが対象になります。だから、

もともと町施設だったものを、そういう UI ターン者向けに改修という形で、町施設の

場合はそういう事業の使い方をどうもされる。だから新しい家を買って、空き家になっ

ている個人住宅を買上げてというよりも、町施設をそういうふうに UIターン者向けに

改修するということを検討されてるという話は伺いました。だから一般的に行われてい

るのは、やはり、工務店さんがどちらかというとそういう住宅で、ある程度そういうニ

ーズを把握しているわけですよね。だから、親戚筋とかそういうところから、何かいい

のはないかねみたいな相談が多分あるんじゃないかなと思うんですけども、空き家を何

とかしてよみたいな話で、今度誰それがそっちに帰るからみたいな話で、ある程度その

当てがないと、やみくもに、その工務店さんもですね、住宅をリフォームすればどんど

ん売れるみたいな時代ではないと思います。ただ、新築住宅は今すごく上がってますの

で、リフォームは、やっぱり結構魅力的かなというふうに思います。広い庭も付いて、

場合によっては田んぼもついてですね、畑もついて、ということで、リフォームでこう

いう補助金を使えば、その利用者負担もかなり下がってくるだろうというふうに思いま

すので、やはり魅力的な取組みができると思います。それともう一つは、やはり県外か

らの移住相談は、やっぱり結構あると思ってまして、その時に、すぐ提供できるという

話ではないですけども、一つのそういう具体例をつくっていくことでこういうふうに、

少し待っていただければ、何とか対応出来ますよということの、いわゆる説得材料にな

る。来ていただいた要望を、聞きたいんだけどもということの一つの具体的な答えを用

意することはできるだろうと。空き家バンクも含めて、対称物件になりそうなところを

把握し、工務店さんとも情報共有することで、何カ月待っていただければ提供出来ます

よというふうな具体的な取組みにもなるんだろうと思いますので、ぜひとも、事業化に

向けて頑張っていただければというふうに思います。 

●原議長 

番外、美郷暮らし推進課長。 

●永妻美郷暮らし推進課長 

確かに空き家を求められる方のニーズというのは賃貸というのがニーズとしては多く

ございますので、こういった賃貸住宅というものに向けてですね、検討のほうは進めて

いきたいというふうに思っております。 

●原議長 

2番、牛尾議員。 

●牛尾議員 

一つ目は、以上でございます。 

●原議長 

番外、町長。 
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●嘉戸町長 

それでは牛尾議員 2つ目のご質問、賑わい創出は、生産現場からにお答えをいたしま

す。まず、産直市への出品の有無にかかわらず、積極的に農産物生産や加工品生産に関

わる方々の前向きな活動には、積極的な支援をこれまでも行ってきており、これからも

その姿勢は変わりません。現在、産直みさと市の運営は、みさと産直企業組合によって

運営されており、地元野菜の販売、加工品等の販売を行っておりますが、会員の主とな

る、町内の農家さんの高齢化に伴い、産品の品数の減少や、偏りが出るといった声も聞

かれるところで、農産物や加工品の品ぞろえの充実は、産直機能の維持や拡大には、大

変重要なことだと認識をしております。そこで、ご質問として生産販売を行っている農

家等に対する生産拡大や、省力化のための必要な施設、機械の導入支援、定期的な栽培

勉強会の開催、効率的な集荷方法の導入等に取り組む必要があるのではないか、という

ご質問ですが、現在、産直市の野菜部会や産直ネットワークの主催で、産直市の会員を

対象とした栽培講習会、そして町の農業普及指導員が講師となって、様々なテーマで勉

強会は開催をしていただいております。また、あわせて、町の農業普及指導員が個別の

農家への栽培指導にも回っていただいております。そして、生産現場における支援につ

きましては、農畜産物等振興事業補助金のメニューとして、出荷用ハウスの建設事業や

有機質堆肥利用促進事業等を設けています。ぜひご活用いただければと思います。既存

事業者の商品開発や加工設備の支援につきましては、都賀西に、惣菜製造業や菓子製造

業など、計 6つの製造許可を得た大和農林産物処理加工施設があり、加工グループの支

援、特産品の開発製造の場として、現在、御活用いただいております。財政的な支援と

しましても、美郷町地域商工業等支援事業において、中小企業者や組合、または個人な

どの加工グループ等で、新たな特産品の研究開発及び生産を行う者に対する補助制度が

あり、これらの活用によって、新しい特産品の開発、製品のブラッシュアップが可能で

あると考えています。加えまして、美郷町商工会におきましても、年 2回実施されてい

る町内の特産品を集めた通販の取組み、美郷コレクションを通して、商品パッケージの

ブラッシュアップ等につながったケースや、SNSの活用方法セミナーの開催など、事業

者支援の取組みも行っておられます。町商工会が、ともに事業者を支援し、新たな特産

品の開発につながるよう、制度等の情報発信に、今後も努めてまいりたいと思います。

そして、産直市のそのものの取組みとして、新たに通販やふるさと便に取り込むことで、

販路拡大を図ることが必要とのことでございます。ちなみに現在の産直市の売上げの内

訳は、店頭販売が約 96％、産直市創業祭などのイベント販売が約 3％、その他が約 1％

となっており、連携協定を結んでおります神奈川県大磯町の大磯コネクトでの販売や、

ふるさと納税の返礼品などとなっております。このように、現在、産直市の売上げを見

ましても、約 96％が町内の消費となっていることから、先ほども申し上げましたよう

に、そもそもの品揃えの品目や量の改善を図ることによって、より多くの消費者を取り

込むことが出来ます。物流や輸送等について、地理的条件の悪い中山間地域におきまし

て、例えば ECサイトを活用したネット販売というのは、一つの販路拡大の手法と言え

るかもしれません。いずれにしましても、町といたしましては、産直企業組合に関わる

事業者、生産者の方針に沿った支援を行っていきたいと考えており、既存の各種補助制

度などを積極的に活用、周知をし、取組みを支援してまいりたいと思います。 
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●原議長 

2番、牛尾議員。 

●牛尾議員 

ありがとうございました。産直市といいますか、今、賑わい創出施設が、進行中であ

るということで、その一つの大きな位置づけが、1階部分のいわゆる産直市が重要な役

割を占めてくるだろうということの思いが一つあったということですけども、今回はそ

れを直接的に議論はちょっとするのはやめて、そこが賑わうということは、まずもって、

生産物がここに来ないと、たくさんいろんなものが魅力あるものがそろわないと、まず

駄目だろうと。だから、そこの運営よりは、まずそこだというところで、今回質問をさ

せていただいたところです。若干運営的なところも述べさせていただきますけども、そ

この部分については、また別な機会に、議論はできる機会があればというふうな気持ち

を持っております。ということで、賑わいは生産現場からというタイトルをつけさせて

いただいたということであります。最初、答弁の最初にもありましたように、みさと市

が少しずつ、やはり少しずつ寂しくなっていっているんだという問題意識を持っておら

れる。最後のほうで、やはり品揃えが必要だよというふうな課題認識も持っておられる

ということは確認をさせていただきました。やっぱり、そこでいろんな品物をどう揃え

るかといったときに、とりあえず農産物がキーになってくるんだろうと。それと、もう

一つは、加工品、農産物を使った加工品、そういったものを、加工品は農産物だけでは

ないんですけども、農産加工品が、こういった地域では重要になってくるんだろうなと

いうふうに思いますので、そこの 2点について質問をできるだけ集約させていただきた

いというふうに思っております。まず町の方で農業の普及指導員を確保して取り組んで

おられることは、これはもう本当にすごいことだなというふうに思っております。いろ

いろ勉強会、講習会をされているということですので、その辺の状況をちょっと教えて

いただけますか。 

●原議長 

番外、産業振興課長。 

●行田産業振興課長 

今の普及員の産直に対しての支援というか、講習会の状況でございますけども、こち

らに今年度の産直市の総会の資料がございますけども、昨年はですね、2回ほど、野菜

の栽培講習会の方を開催をしてございます。昨年の 7月に、これ出雲のほうに出かけま

して、野菜の栽培研修会を行っておられるようでございます。それと、今年の 2月にで

すね、みさと館のほうで、町内の農業者を集めて野菜の栽培研修会のほう開催されてい

るようでございます。以上です。 

●原議長 

2番、牛尾議員。 

●牛尾議員 

農業生産を、これから少しでも品目を新しいものを取り入れたりする取組みが必要に

なってくると思うんですけども、そういったことについては、やはり産直市に、どうい

うふうに運営していくかという、ちょっとそれを置いての話になってくるんですけども、
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やはりボリュームとそれとレパートリーといいますか、色んな違うものがたくさんとい

うことが一つの魅力になってくるんかなと。同じものをね、かぼちゃばっかしで、同じ

ものを生産者が違うだけで並ぶというのも、それはそれだけの消費量があれば、それは

そうかもしれないですけれども、やはり生産者が、ある程度自分のこだわりを持った形

で物を作っていくということ。それと産直市だけに限らず、やはり、つくったものをい

ろんな経由、ルートを通じて売っていくということもこれから必要になってくるだろう

と思うんですけれども、そういったことに対しては、ある程度、産直市に出すというこ

とが、一つは、生産者としてのまず、何ていうかな、基礎部分といいますか、勉強部分、

だから本気で農業でというところまでは、なかなかそう引っ張り上げることは難しいし、

そういう対象者が少ないという事実がありますので、なんですけども、やはり少しずつ

でも、農業の販売収入を得ることのおもしろさ、いいものをつくって売れることのおも

しろさというものは、単にちょこちょこっとつくるだけではなくて、ある程度のボリュ

ームを持ってつくっていくということも必要になってくるだろうと思います。それと品

数をある程度出してくるということも必要になってきますので、そういうことについて

は、本人、こうして 2回と 1回の講習会というよりも、もう少し頻繁にお互いの勉強会

が必要なのかなというふうに思います。要は、数が本当にもう少ない生産者、貴重な生

産者だと思います。新規の就農者を確保するというのは、別の施策で、本当にそれで今

取り組もうとしておられますので、それはそれとして、今、頑張っておられる様々な年

代というか、若い方は少ないんですけども、ある程度、中高齢者の方々に頑張っていた

だく。そうした方々に面白いよという声を上げていただくために、農業の何ていうかな、

技術的なアドバイスをしっかりとやって、もっと活発にやろうということも含めてです

ね、勉強会をもう少しやられたらいかがなかなというふうに思いますが。 

●原議長 

番外、産業振興課長。 

●行田産業振興課長 

ご質問とご意見だと思って承りました。今回このご質問を受けた時にですね、この産

直企業組合としての売上げの割合というのを、ちょっと出してみました。この中でです

ね、牛尾議員言われる、その専業農家等、要は一般的な農家のとこの部分なんですけど

も、昨年度のこの産直企業組合の売上げの割合としまして、まず専業農家での、要は出

品ですね、野菜を出したりとかいうふうなところの売上げが全体の 32％でございます。

それと、あと加工グループですね、加工品だったりとか、物を出すところなんですけど

も、これが全体の 42％の売上げです。それと、今言われた一般農家、要は、家庭菜園

的に、ちょっと余ったから出してみようというふうなところが 26％という内訳でござ

いました。これをやっぱり見ますにですね、少なからずその全体農業としての割合は、

約 5割強を超えてるというふうな売上げでございます。それが、要は、この産直企業組

合での店頭での売り上げが約 96％、町内で消費されてるということは、ある意味その

地産地消で成り立ってるというふうなところの状況だと思います。ですので、今、議員

がおっしゃられた、野菜を作ってみて面白いから、もうちょっと出してみようとか、そ

ういうふうなところの取組みというのは、やはり農業普及員であったり、町の取組みで

も、やはり重要なことと思いますので、今後、組合での一応この、今回、野菜講習会と

いうふうなところで、年に 2回というふうな状況でございますけども、もっともっとこ
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れはね、増やしてもいいのかなというふうな認識でおります。以上です。 

●原議長 

2番、牛尾議員。 

●牛尾議員 

ちょっと時間配分を私が間違ってまして、だいぶん少なくなってきてますので、今普

及員、県の普及員ですね、も絡めてというふうなこともおっしゃられました。確かにそ

うだと思いますので、営農指導員さんもおられますので、そういった方々いろんな、農

家レベル、品目性、いわゆる農協が奨励しているその品目に対する講習会、勉強会とか、

いろんなちょっとステージがちょっと違ってくるんで一概にはなかなか言いにくいんで

すけども、もう一つ、アイデアとして、申し上げたいのは、教えるのは、いわゆる農家

が教えていいと思いますので、要は、私が聞いてなるほどなと思った事例も、かなりこ

れ前の事例ですけれども、いわゆ農家マスター、農家マスター制度というのがありまし

て、いわゆる、必ずこの人は、何であの人は、これ、こんなにうまくつくるんだろうっ

ていう人が得意な方がおられるんですよ。あの人本当に里いもなんてこんなのできるん

だみたいな話の人がおったりとかですね。あの人のキャベツがやわらかくておいしいよ

ねっていうのは、必ずどっかにおられるんです。その方々が、いわゆるそういうのをオ

ープンに勉強会しましょうよっていうことなんですね。だから、そういうのを取組みと

して、農家マスター、あなたはマスターだけん、何でもう教えてあげてよと。だからあ

の人に教えてもらってと。いわゆるお墨つきを与えて、聞きやすくするんですよね、制

度的に。町との役割として、そういうことを、町として仕掛けてあげるということが一

つ面白いんじゃないかなというふうに思いますので、こういうのも町の指導員さんと話

ししながらですね、それぞれの何ていうかな、我々、第三者がやるんじゃなくて自分た

ちが自分たちの勉強として高めていくというふうな取組みも、結構面白い。だからそれ

情報交換、常日頃できるんですよね、面白いと思いますので、検討をしていただければ

と思います。それと、今回、もう一つの大事なことは、農業施設機械、そういったもの

を、頑張ってる農家に対して少し手を差し伸べて支援をしてあげていただくことは出来

ないだろうかということです。ハウスの事業だったですかね。出荷用ハウス建設事業、

堆肥利用促進といってそういう事業ありますけども、今年大変暑かったですね。例えば、

遮光カーテン 1枚掛けたいということについては、多分この事業の中では出来ないだろ

うというふうに思います。例えば暑いから冷房施設、駅前なんかで霧を吹き出ますよね。

あれをハウスの中に設置をして、いわゆるハウス内の温度を下げると、気化熱でハウス

の温度を下げると。もうこれも一般的な技術であります。埋立てする時に管理機、本当

は、助成対象にしてほしいんですけども、なかなか補助事業上難しいというあれがあり

ますので、汎用性の機械になりますので、いわゆる畝たてアタッチメントですね、畝た

て用のアタッチメント、いわゆるそれを付けると畝が丸くなっていくいう成形機という

ふうなもの、トラクターでも管理機でもアタッチメントがあるとか、いろんなケースが

あるだろうと思います。小さなことでは防虫ネットまでやるかどうかっていうのはある

かもわかりませんけども、農薬を少なくするということが一つアイテムではありますの

で、防虫ネットも、10年ぐらいは使えますので、そういうのも、一つのものとしては

いいのかなとか。薬剤散布とかですね、そういったところのものに対して、応援してい

るよという一つのメッセージを含めて、助成をしていただける、少し、助成枠を広げる
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というふうなことを検討をしていたけないでしょうか。 

●原議長 

番外、産業振興課長。 

●行田産業振興課長 

まず農家マスターのところのお話があったかと思いますが、そこに関しましては、や

はり産業振興課の職員、町に出かけて行って農業者と触れ合う機会が多いございます。

あと、うちの農業普及員、町に出かけて行ってというふうなところで、議員おっしゃら

れる、この人すごくこれが作るのが上手とか、この人すごくこれがうまいものをつくる

とかというふうなところがあるだと思います。そういった要はその農家さんの中でのネ

ットワークをつくるっていうのは、やはりすごく大事なことではないかなと思ってます。

これが要は産直企業組合の一つのネットワークとしてあるわけなんですけども、そこが

やはりやはり近年の高齢化であったりとか、やはり産品の欠落ふうなところになってき

て、やはりその関係性が希薄になってるっていうのは確かにあるんじゃないかと思いま

す。そういったところをですね、町のほうから声かけをして、こういうものに関しての

野菜の勉強会であったり、トマト、キュウリとかそういったものでも、家庭菜園のもの

にも、ちゃんとこういうふうにやれば上手につくれるよというふうなところでの栽培指

導なんかは細かく出来ますので、そういったところのそこの、例えば上手な人を呼んで

やるとかっていうのは一つの手ではないかなと思いますので、ここのことは検討してま

いりたいというふうに思います。それと、あと 2点目の、農業機械の支援というふうな

ところでございます。これ農畜産物等振興事業の補助金の中に、メニューですね、実際

この今の機械整備に関しては、補助メニューは実際、今現在ございません。ここのとこ

ろのメニューに関しましては、以前、その、あったんですけど、出荷用野菜に関しては

助成というのはあったんです。要は、野菜を出荷したら、その品目に限らず、そこの助

成をするというの、要は苗代みたいなところの助成制度があったんですけども、やはり、

これが、要は、ちょい出しだけで、そのお金が出てしまうというふうなところの状況で

ありましたんで、ちょっと補助金がちょっとばらまき加減がちょっと多くございました。

そこでちょっとこれ、令和 2年のところで、一旦取りやめをしてるんですけども、その

段階で、今後その、要は、どこの方を対象に、そういった機械整備であるとか、農薬散

布、それから霧吹きですね、それから遮光カーテンとかいろんな要は施設の細かいとこ

ろの整備が出来ないかというふうなご質問だったと思うんですけども、そこのところ要

はどこを線引きにして、補助金のばらまきにならないようにっていうなところでの、や

はりここの整理が必要かなというふうに思いますので、これは、来年度予算のところの

今編成時期も、もうすぐかかってくるとこでございますので、課内のほうでもちょっと

検討しまして、限りある予算枠の中の話でございますので、ここのところは検討すべき

事項になろうかなというふうに思います。よろしくお願いします。 

●原議長 

2番、牛尾議員。 

●牛尾議員 

ありがとうございます。本当に、今踏ん張って頑張っていらっしゃる農家の方々に、

ご苦労さんと、よろしくという気持ちを込めて、一歩踏み込んだそういう支援をぜひと
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もお願いをしたいなというふうに思います。それと、もう時間がないんですけども、加

工についても一言申し上げさせていただければと思います。要はいろんな事業メニュー

が用意されておられるということで、心配ないよというふうな、ご答弁だったかなとい

うふうに思います。実際、本当にそれがどれぐらい使われてるんだろうかなと、実際事

業の動きがどれくらいあるんだろうかなということが、一つ、評価の鍵になってくるん

だろうというふうに思います。生坂村に視察に行かれた折に、いわゆる加工の女性中心

による加工グループが大変大きな力を発揮しているのを視察にしておられると思います

ので、確かにいろんな事例を見ますとですね、女性を中心とした加工グループが元気が

あって組織的にしっかりとした体制で、生産物をいろいろ工夫して作って販売をしてい

るそういう地域を私も、数はそんなに多くないですけど、いくつか見させていただいた

ときに、やっぱり地域として、なんか元気があるなっていう感じを受けました。やはり

加工っていうのも私すごく大事だと思ってます。女性の方々が、頑張るという姿がです

ね、地域を支えていただく大きなパワーになるんだろうというふうに思っておりますの

で、それで、加工品も品数がそろうということも一つの産直市の大きな魅力になってく

ると、私は思っておりますので、今、私も今回の質問をするまでにどういう状況かとい

うことで調べればよかったんですけど、ちょっと調べ切れておりません。ぜひともそう

いうところの確認をしていただいて、例えば、もう本当に、あなた方に中心になっても

らいたいという加工組織として位置づけられる組織があるのか、ないのか。一定のグル

ープを二つ三つ集まって一つの新しい組織にしたほうがいいのかということも含めて、

しっかりと支援をして、一つの加工品を町の特産物づくりに育て上げるというふうな一

つ何か勢いのある取組みをしていただければなというふうに思います。 

●原議長 

番外、産業振興課長。 

●行田産業振興課長 

加工品、グループへの支援というふうなところのところだと思います。確かに町内各

地にですね、この今加工グループっていうのはおられまして、やはり、ただ、このグル

ープの方々に関しましても、やはり、高齢化であったりとかいうなところが躊躇に見ら

れるところでございます。確かにご紹介もしましたけどこの地域商工業支援事業の中に

ですね、特産品加工支援事業というものがございます。これが上限 100万円で、2分の

1の補助というふうなところがございますので、ただ、これが、昨年度の実績を見てみ

ましても、この事例がやはりございませんでした。そういったところの PR不足のこち

らの件もあるかもしれませんけども、ここのところはですねそういう支援事業もあって、

これは、町内の加工グループであったり、個人であったりというふうな、事業者であっ

たりというところも、これは使えますので、この辺のところはしっかり PRして、今後

も支援をしてまいりたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

●牛尾議員 

ありがとうございました。終わります。 

●原議長 

牛尾議員の質問が終わりました。 

通告 4、8番・藤原修治議員。 
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●原議長 

8番、藤原修治議員。 

●藤原修治議員 

1点ばかり、議長のお許しをいただきましたので、質問をさせていただきたいと思い

ます。高齢者の新規のエアコン設置に補助金をというテーマであります。今年の夏も異

常な暑さによる熱中症アラートが多発しました。美郷町からは、不要な外出や野外作業

を避け、特に高齢者や乳幼児は、家の中でエアコン等の涼しい環境の中で、水分補給を

しながら過ごしてくださいとの注意喚起がその都度放送され、危険な暑さが続きました。

今でも続いております。この異常な暑さが毎年続けば、これまで山間部で涼風に恵まれ、

エアコンが不要な場所に居住されていた人たちも、エアコンなしでは生活出来ない状況

になると予測がされます。美郷町では、ゼロカーボン促進事業補助金により、条件を満

たせばエアコンの更新については補助金があります。これは CO2の削減という環境面か

らの施策であります。しかしながら、熱中症の予防につながるエアコンの新規設置に対

しては、補助金がありません。同じエアコンの設置でありながら公平感が否めません。

このような状況の中で今年の気候を振り返り、次の 3点について質問をしたいと思いま

す。1点目は、今年の熱中症の疑いによる救急搬送の件数、過去 3年間の救急搬送件数

や年代別の状況をお伺いいたします。2点目としましては、町内のエアコンの普及率は

どのくらいでしょうか。また、町の熱中症に対する具体的な対策状況をお伺いしたいと

思います。3点目、熱中症対策に対する高齢者の新規のエアコン設置を支援する補助制

度を創設し、健康を守る施策が必要と考えますが、見解をお伺いしたいと思います。以

上よろしくお願いをいたします。 

●原議長 

番外、町長。 

●嘉戸町長 

それでは藤原修治議員の高齢者の新規のエアコン設置に補助金をのご質問にお答えを

いたします。議員ご指摘のとおり、今年も異常な暑さが長く続く夏となりました。気象

庁の発表によると、今年の夏の日本の平均気温は平年と比べて 1.76度高くなり、2023

年と並んで、気象庁が、1898年に統計をとり始めてから最も暑い夏となったとのこと

です。美郷町でも、連日猛暑が続き、夜になっても気温が下がらず、朝早い時間台から

30度を超える日が多くありました。以前にはなかった気象状況から、町民、特に高齢

者の健康を心配された上でのご提案であると思っております。1点目の緊急搬送の状況

についてお答えをいたします。今年の熱中症の疑いによる緊急搬送の件数ですが、美郷

町では、今年の 1月から 8月末までの 8か月間で、254件、236人の方が救急搬送をさ

れておられ、そのうち、熱中症の疑いにより、緊急搬送された方は 19人で、内訳は、

高齢者 16人、成人の方 2人、少年 1人となっております。次に過去 3年間の緊急搬送

件数です。令和 5年は 305件、296人の方が緊急搬送され、そのうち、熱中症の疑いに

より搬送された方は 7人。内訳は、高齢者 4 人、成人 1人、少年 2人となっております。

令和 4年は 303件、295人の方が搬送され、そのうち熱中症の疑いによる搬送は、5人

で、内訳は、高齢者 4人、成人 1人となっております。令和 3年は 271件、258人の方

が搬送され、そのうち熱中症の疑いによる搬送は 9人で全ての方が高齢者の方となって
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おります。ただいま申し上げましたデータは、江津邑智消防組合からご提供いただいた

ものです。2点目の町内のエアコン普及率と、町の熱中症対策状況についてお答えをい

たします。町内のエアコン普及率につきましては、全世帯を対象とした、エアコンの設

置調査というのは行っておりませんので、把握は出来ておりません。内閣府が令和 5年

に実施した消費動向調査というものによりますと、全国の令和 5年 3月末時点でのエア

コン普及率は 91.5％となっております。また、全ての方が対象となっていないため、

あくまで参考の数字になりますが、健康福祉課で把握しております地域単位の要支援者

の方のうち、エアコンの設置状況を、先月末時点で調査したところ、地域差はあります

が、おおむね 8割から 9割の方がエアコンを設置されております。ただし、比較的標高

が高いような地域では、6割から 7割程度というような状況です。続きまして町の熱中

症の対策状況についてお答えいたします。議員からもございましたが、熱中症アラート

が発表された場合、直ちに防災行政無線による注意喚起を行っております。保健師が高

齢者宅に設定調査や戸別訪問をした際には、熱中症予防の啓発のチラシを直接手渡しを

して説明をしており、また、地域連携会議におきまして、民生委員の皆さんにも、熱中

症予防の啓発について、ご協力をいただくようお願いをさせていただいております。3

点目の熱中症対策として、高齢者の新規のエアコンの設置を支援する補助金制度の創設

をしてはいかがかと、こういうご質問でございます。美郷町では、財源的に非常に有利

な環境省の地域脱炭素移行再エネ推進交付金、重点対策加速化事業の採択を受け、令和

4年度からゼロカーボン関係補助金を創設しております。エアコンの設置、LED照明の

設置、太陽光パネル、蓄電池の設置、薪ストーブ、電気自動車の購入、V2H設備の導入

など、他の自治体にはない独自の充実した補助制度を行っております。そのうち、エア

コンの設置に対する補助につきましては、脱炭素移行という国からの補助金の目的から、

高効率のエアコンを設置していただくことを条件として、もともと設置をしているエア

コン設備から、30％以上の CO2削減効果が得られる設備を設置していただくことが条件

となっております。古いエアコンから高効率のエアコンへの買い替えが基本的な対象で

はありますが、新規にエアコンを設置していただく場合には、石油ストーブやオイルヒ

ーターなどから、高効率の冷暖房エアコンへの買い替えといったケースも補助の対象と

なる可能性がありますので、ぜひ、この補助制度を活用していただき、上手にエアコン

を利用して、熱中症予防に努めていただければと思います。引き続き、町民の健康を守

るため熱中症予防の啓発と、補助制度の周知に努めてまいります。貴重なご意見、ご提

案をありがとうございました。 

●原議長 

8番、藤原議員。 

●藤原修治議員 

エアコン設置に補助金をということでの質問であります。9月、今日は半ばでありま

すけど、かってですね、25度を夏日、30度は真夏日、35度以上は、最近は猛暑日と言

います。猛暑日という言葉はですね、かってはなかったんですけど、多分、15、6年、

17、8年前ですか、この言葉が生まれたように思います。暑い日が続いております。ち

なみにですね、今週、熱中症アラートの発表、どのようになってますか。 
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●原議長 

番外、健康福祉課長。 

●石田健康福祉課長 

藤原修治議員のご質問にお答えいたします。環境省の方が発表しております熱中症予

防情報サイトというところで見ますとですが、今週の月曜日、9月の 9日この日に、熱

中症警戒アラートが発表されてます。それから、次の日の 9月の 10日火曜日、この日

も熱中症警戒アラートが発表されているという状況になっております。昨日とそれから

本日については発表されていないという状況です。追加ですけども、熱中症特別警戒ア

ラートについては今週は発表されていないという状況です。以上です。 

●原議長 

8番、藤原議員。 

●藤原修治議員 

9月になってもですね、かなり警戒アラートが出てるという状況今、お聞きしました

けど、1点目ですね、救急搬送の状況をお伺いしました。これを聞いてね、私、びっく

りしたんですけど、今年に入って 236 件のうち、19 件がですね、熱中症関係の方だと、

8％となっております。そのうち 16人が高齢者であると。これ 8割以上ですね。という

現実があります。それで、過去 3年間の状況お調べてくださいということで今お聞きし

ましたけど、昨年は 7件の熱中症、うち 4名が高齢者、その前の令和 4年は 5件で 4名

が高齢者、令和 3年は 9件が熱中症、そのうちの 9人高齢者ということで、かなり搬送

される方々の内訳でいうと、もう 8割以上が高齢者ということであります。それで、昨

年まではですね、せいぜい年間 7件前後だったのがですね、今年に入ってですね、もう

19件という、これ 3倍にいかないですね、2 倍、3倍弱という件数になっとるわけであ

りますこれ大変異常な事態ではなかろうかと思います。こういった緊急搬送がですね、

非常に増えた状況をどういうふうに捉えておられますか。また将来ですね、来年、こう

いった熱中症患者が増えていくんじゃないかに思いますけど、どういう予測を立ててお

られますでしょうか。 

●原議長 

番外、健康福祉課長。 

●石田健康福祉課長 

はい、先ほどのご質問のほうでございますが、まず増えたところというところでござ

います。今回、江津邑智消防組合のほうから、このデータのほうご提供いただいており

ますけども、その提供いただいた際に、少しお話のほうもさせていただきました。その

中で一つありましたのが、昨年まで、令和 5 年までのところではですね、熱中症の搬送

車については、7月までだったと。それ以前はですね、7月、暑さにまだ慣れておられ

ないという状況から、熱中症で搬送される方については、7 月までだと。8 月になると、

もう熱中症で搬送される方はいらっしゃらなかったというのがございました。そういう

ところからするとですね、やはり、今年の 8 月がやはり、かなり異常な暑さだったとい

うところが伺えるのではないのかなと。それで、熱中症の搬送者が、今年は激増してい

るというふうな状況ではないかというふうに思われます。それと将来というところでご
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ざいますが、なかなか私も専門家ではございませんので、どのような状況になるかとい

うのはなかなかお答えは難しいんですが、そういった消防とのお話もありましたけども、

それから、異常な暑さの原因がおそらく地球温暖化といったところも一つの要因ではな

いかというお話もあります。そういったところを踏まえますと、来年以降を、この暑い

状況がですね、変わって涼しくなるかというと、なかなかそうでもないのではないかと

いうふうに思われますので、この、熱中症についての搬送については、来年度以降も減

ることは余りないのではないのかというふうには、個人的には思っております。以上で

す。 

●原議長 

8番、藤原議員。 

●藤原修治議員 

今年の分析をされましたけど、8月かなり暑かったということであります。確かにで

すね、以上の暑さは続きました。今でも続いております。先ほど熱中症アラートの状況

ね、今週のことをちょっと、お伺いしましたけど、まだまだ暑い日が続くやに思います。

気をつけなければならないという状況だと思います。2点目のですね、エアコンの普及

率お聞きしましたけど、具体的な調査したものがないという中で、内閣府の調査では

91.5％、消費動向調査ですね、これによると、だということを言いました。それで、健

康福祉課で把握しとる要支援の方々の状況が、今言われましたけども 8割から 9割だろ

うと。地域によって違うと。高齢者では、6割から 7割だろうということを言われまし

た。かってですね、今日控室ですね、同僚議員、比之宮地域の高齢地域ですね、あるい

は酒谷お聞きしました。うちは入っとらんということで、かなりですね、今までは涼し

かったということでありまして、だったわけでありますけど、もうこんだけ地球が温暖

化してくるとですね、必ずや入れなければならない状況がやってくるんじゃないかと思

います。それから、町の熱中症対策についてもお伺いしました。保健師あるいは民生委

員の方々を通じてですね、啓発のチラシを配るんだ、あるいは、協力を民生委員の方々

にですね、協力していただくんだということでありましたけど、今年、非常に上がった

と。19人の搬送ですね。今まで 7人だったのが、19人ね、もっともっとこれ啓発活動

進めていってですね、この数字が上がらないように努めていただきたいと思います。そ

れで 3点目、この質問で、新規のエアコン設置を支援する補助制度を創設してしてはい

かがでしょうかということを申し上げました。確かにですね、再エネ推進交付金でです

ね、いい制度があります。第 1回定例会だったかな、町長、いい制度を引っ張っていた

だいてですね、我々の生活の質がかなり上がりました。ありがとうございましたという

ことをね、申し上げた記憶あるんですけど、これはです、CO2対策なんですね。根本的

に。エアコンを古いタイプから、30％CO2 削減するタイプに変えると、オーケーですよ。

それで、私これ気がつかなかったんですけどね。新規のエアコンもね、これ入るんです

ね。これ入るという可能性があるということですね。古い石油ストーブ、これからの買

い換えですね。可能性があるということで、町長言われましたけど、私、うかつでして

ね。これ全く知りませんでした。更新しかないんじゃないかと思っておりました。また

今日の控室の話になりますけど、このことを知っておられる方、何名おられますかね。

問いかけしました。1名の方は、家電屋さんのアドバイスによって更新しました。1名

の方は、この制度があって条件を満たせば入る可能性があるということをね、言われま
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した。他の議員さん方はね、ご存じありませんでした。私もそうでした。ということは

ですね、やっぱり町としての PR活動が非常に悪いと言ったらいかんですけど、それに

気がつかなかった我々がいけんわけでありますけど、調べてみますと、昨年の 8月です

ね、8月広報、これに出ております。確かに見るとですね、これ、1番最後の方へ小さ

い字でですね、ストーブやオイルヒーターなどがエアコンへの買い替えオーケーですよ

と、こういうことを書いてあるんですね。これ、見落としてました。それから、もう一

つの PRしたものがですね、今年の連合自治会の配付資料ね。これにはですね、エアコ

ンの取り替えということでね、取り替えしかこれ書いてないですね。古い石油ストーブ

の買い替えも対象になりますよということがね、書いてない。私これ見まして、もうて

っきり古いストーブからの買い替えはないもんとばっかり思っとったんですけど、よく

よく勉強して調べてみる、あるいはいろんな方から聞いてみるとですね、そういう方法

もあるよ、可能性があるよということを言われました。あくまで、これ可能性ですね、

私言いたいのは、高齢者に絞って熱中症対策に特化した補助事業を創設したらどうでし

ょうか。こんな曖昧なですね、補助事業をね、頼らない、あやふやだと言いますか、可

能性がある事業なんですけど、頼らずにやったらどうでしょうかということを提案した

んですけど、財源的なものもあります。それがない以上ですね、こういった再エネ推進

交付金これをしっかり使ってですね、エアコン等を図ってください。石油ストーブやヒ

ーターなどから高効率の冷暖房エアコンへの買い替えも補助金の対象になる可能性があ

りますと、町長からそういうことが述べられました。その言葉をですね、こういった公

の席でお聞きしただけでも、質問をした意味があったんじゃないかと思います。それで、

連合自治会のですね、ゼロカーボン補助金関係の資料によりますとですね、ゼロカーボ

ン促進事業補助金、このエアコンに関することですね、それが 130件の補助金利用があ

ったとこういうふうに書いてあるんですね。ちょっとこの明細をお聞きしたいんですけ

ど。更新が何件、新たに導入が何件、あるいはまた照明関係が何件。 

●原議長 

番外、企画推進課長。 

●行田企画推進課長 

ただ今の、藤原議員のご質問にお答えいたします。昨年度のエアコンの設置実績とい

うところで、125件の申請がございました。その内訳としましては、約 4分の 3に当た

ります 95件がですね、更新でございまして、残り 30件につきまして、新規の申請とい

うことです。この割合につきましては、今年度も引き続き同様な割合で申請がされてお

りますので、2 割から 3 割のところでは、新規の申請も受け付けております。以上です。 

●原議長 

8番、藤原議員。 

●藤原修治議員 

了解しました。いずれしてもですね、30件近い方々がですね、この制度をうまく使

って、新たに入れられたということですね。良かったと思います。私ね、もっともっと

これ PRしてくださいよ。あと 2年しかありませんよ。この事業ね。私が知ってる限り

は、この時の去年の 8月号、今年の連合自治会、この 2回しかね、PRしてないんです

ね。こんだけね、熱中症がね、進んできてですね、搬送車も増えとる中において、もう
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絶対入れていただきたい。この事業がある限りですね、使っていただきたい。もっと詳

しく分かりやすくね、それと、もう一つ言いたいのは、家電、町内外の家電屋さんに問

い合せをすればですね、アドバイスが受けられると言われました。私ある高齢者からで

すね、相談を受けまして、それがきっかけで、この質問につながったわけでありますけ

ど、その高齢者の方はですね、町内の家電屋さんからですね、更新は補助金があるんだ

けど、新規の導入については補助金がある可能性がありますよというアドバイスはね、

受けておられないんですよ。この辺が徹底してないと思います。それと、町内外、町外

ですね。私、大田市のね、ある家電店に行ってですね、見ておったらですね、美郷町に

お住まいの方お得なエアコンの購入できる情報がありますよという看板が立っとったん

ですね。看板が。びっくりしましたね。いいなと思って、店員を呼びましてね、美郷町

のもんだけども、さも買い換えるような雰囲気で説明聞いたんですよ。そしたら、その

店員さんもですね、更新はあるけど、新規はありませんと明確に言われました。その店

舗にはですね、そういった説明される方は何人もおられますんで、たまたま私が説明を

求めたその店員さんが、そういう認識だったのかもしれませんけど、私が受けて相談を

受けたそのお年寄りは、町内のお年寄りですよ、明らかに電器店から更新でなくて、古

い暖房器具の更新であれば可能性がありますようというアドバイスはね、もらわなかっ

たということで、ちょっと、私も勉強不足だったもんで、そこまでのアドバイスが出来

なかったんですけど、そういった事例があるということであります。再度申し上げます

けど、しっかりとした PRですね、今後に向かってやっていただきたい。あるいは、電

気店、そういった方々にですね、しっかりとした相談があれば情報提供していただきた

いということをですね、お願いしたいと思いますけど、いかがでしょうか。 

●原議長 

番外、企画推進課長、。 

●行田企画推進課長 

ただ今の藤原議員のご質問ですけれども、町内の家電量販店さん、それから、電気工

事店さんで、エアコンの設置、ほぼ全ての事業者さんで申請をいただいているんではな

いかと思うんですけれども、そういった買い換えの場合ですとか、新規の場合、対象に

なりますというところ、もちろんご相談いただいたときにはそういったご説明もさせて

いただいておりますし、事業者さんの場合は、これまでの実績がございますので、そう

いったところの情報は持っていただいていると思っておるんですけれども、今ご指摘の

ございましたケースにつきまして、ちょっと考えられますのが、ストーブ等を買い替え

だというところで、ご相談いただいたとしましても、CO2の削減量のところを計算をさ

せていただいて、その削減効果のところ図らせていただくんですけれども、場合により

ましては、ストーブを廃止してエアコンを冷暖房用に導入したというところで、数値を

比較して、数値的に効果が出てこない場合につきまして、この交付金、補助金の対象に、

ちょっと該当しませんと言ってお断りをするケースが、ごくまれにではあるんですけれ

どもございます。電気店さんにもちょっと状況をお伺いしまして、そういった事例が過

去にも、おありだったということは、ちょっとこちらも把握はしておりますけれども、

今、議員さんからもございましたように、PR不足というところをちょっとご指摘がご

ざいまして、おっしゃられるように昨年、この 8月の広報掲載させていただきましたが、

昨年、この広報に掲載をさせていただくまでのところで、例えば 4月から 6月のところ
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ですと、申請件数が 16件であったんですけれども、7月 8月のところで、昨年のちょ

うどみさとと。PAYの半額まつり等も、あわせてございましたので、この 7月 8月の申

請件数がここで 55件と、非常に大きく増えております。今年を見ましても、昨年の同

時期 4月 6月のところの申請件数、昨年は 16件だったんですけども、今年はここが 36

件ということで、かなり広報だけではないんですけれども、そういった情報を認知して

いただいて、皆さんの関心を持っていただいて、こういった実績につながっているかな

というところも、感じているところです。広報につきましては、昨年も、実は冬の時期

に 1月にももう一度 PRの記事を出させていただいておりまして、夏冬というところで

のそういった PRを引き続き続けていきたいと思っておりますし、連合自治会長会議の

資料の方が少し若干記載が不足しておりましたというところでしたので、また、来月、

また、第 2回目の会議ございますので、その際には、そこのところを分かりやすく記載

させていただいて、また改めて PRさせていただきたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

●原議長 

8番、藤原議員。 

●藤原修治議員 

時間がなくなってまいりました。いずれにしましてもですね、熱中症予防の啓発、あ

るいは補助制度の周知徹底、これをしっかりとお願いをしたいと思います。エアコン入

れてもですね、お年寄り、電気代を気にしてですね、せっかく入ってるのにつけてない

人もおられたりしますんで、その辺のところの何らかの対策、電気代の助成とか、いろ

んなことも考えられますけど、そういったことも検討しながらですね、ぜひとも、熱中

症予防対策の啓発をよろしくお願いをして質問を終わりたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

●原議長 

藤原修治議員の質問を終わりました。 

ここで、午後 1時まで休憩といたします。 

 

（休 憩 午 後 １２時０２分） 

（再 開 午 後  1時００分） 

 

●原議長 

会議を再開いたします。 

通告 5、5番・中原議員。 

●原議長 

5番、中原議員。 

●中原議員 

最後の質問者になりました 5番、共産党の中原でございます。よろしくお付き合い願

います。私の質問のテーマは、美郷町の森林管理計画と、その進行状況等についてでご

ざいます。質問の要旨を読み上げます。美郷町は、総面積の約 89％、9割が森林が占め
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ております。美郷町森林整備計画書というのがございます。令和 2年の 4月から令和

12年の 3 月 31日までの 10年間の計画になっておりまして、5年ごとに見直すことにな

っておりますが、その美郷町森林整備計画によりますと、総面積 9割の森林のうちです

ね、民有林ですね、民有林が 72％、国有林が 16％なっておりまして、所有形態別では、

個人所有林が、70％を占めております。そして、林業公社分収林が約 8％、旧みどり支

援機構が約 6％、共有林が約 3％と、こういう構成になっております。美郷町の森林整

備計画書ですね、先ほど述べたものですが、これによりますと、民有林の所有規模は、

1ヘクタールから 3ヘクタール、非常に小規模のものが多くてですね、森林所有者が個

人で森林を管理する運営するいうことは、非常に難しい状況にあるという分析をしてお

りまして、それらの小さな民有林を集約化することが、町の課題だと、こういうふうに、

述べております。そして、森林整備の促進策としましては、2項目を挙げています。一

つは、森林環境贈与税を活用した私有林、森林整備の促進を支援する。二つ目に、林業

従事者の人材育成や、担い手の確保に努める。この二つが、町の森林整備計画の目標に

なっております。整備計画の進行につきましては、次のように報告されています。森林

推進協議会を通じた林業事業体及び林業従事者森林所有者のニーズを森林環境贈与税を

活用しながら、森林整備や林業従事者の雇用の場の確保につなげたと。特に林業労働者

の労働力の負担軽減等による労働環境の改善、林業省力化を目指した大型ドローンの活

用を、現場実証試験し、実用化に大きく貢献したと。美郷町の森林管理の特徴は、6年

前になりますけども、森林組合や林業事業者、それと町ですね、これで組織されました

林業推進協議会による協議を土台として実施されていることが大きな特徴でありますが、

そこで、森林労働者の労働条件の改善、あるいは林地台帳の整備などでも、貴重な前進

をつくり出したことは、私もよく承知しております。その上で、森林整備計画書に基づ

く森林整備の到達点と今後の課題について伺いたいと思います。3 点準備いたしました。

一つは、町が、この計画書の中で、最大の課題というふうに言っております集約化です

ね、この課題をどう前進させたか。民有林の所有者の高齢化が進み、森林管理が出来な

くなったり、子や孫などへの相続手続が必要なるなどのことから、所有権を手放したい

として、林野庁などが、寄附を含めて町が引き取る、こういう公的管理を提案すること

への期待も強くあります。町の集約化対策として検討出来ないものでしょうか。これが

第 1点であります。二つ目は、人材育成、担い手確保の課題は、どう前進したのでしょ

うか。町の人口減対策との関連を含めて、ご説明ください。3点目は、森林資源の活用

についてですね。木材利用の時代的変化や国の輸入関税撤廃による国有林木材価格低落

などのもとでの方策について、お示しいただきたいと思います。以上 3点、町の森林管

理計画とその進行状況等について、ご質問いたします。以上です。 

●原議長 

番外、町長。 

●嘉戸町長 

それでは、中原議員の美郷町の森林管理計画とその進行状況等についてのご質問にお

答えをいたします。1点目の集約化についてお答えをいたします。まず、中原議員ご提

案の町による公的管理につきましては、結論から申し上げますと、町としては全く考え

ておりません。山林に限らず個人所有の不動産は、所有者が責任を持って管理するのが

大原則であり、理由はどうあれ、公的管理に要する買取り費用、維持費用は、町民の税
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金などの町の財政資金から投入されることになりますので、果たしてそれが広く町民の

ためになるかを慎重に考える必要があります。一方、森林施業の集約化の狙いは、小規

模な森林を取りまとめて、一体的に施業を実施することで、効率よく森林の整備、管理

をしていくことにあります。しかし、必ずしも集約化イコール所有権の移転を伴わなけ

ればならないということではありません。所有権を移転しなくても、森林組合や林業事

業体などに森林経営を委託し、森林管理をする森林経営計画制度などがあります。また、

民有林の中には、森林組合の森林経営計画に取組みにくい点在した森林も多々存在をし

ますので、所有者が手放したい土地を町が受け身で引き取ることが、集約化につながる

とは言えません。なお、こうした点在した森林につきましては、林業推進協議会が主体

となり、森林所有者にとってベストな形の施業提案を行い、契約を結び、森林環境譲与

税などを使って行うみさとの森事業などを活用して、森林管理を推進をしています。こ

のように、所有権を移転しなくても、森林の経営委託や施業委託は可能となっておりま

す。また、林業は、毎年草刈りをして管理しなければならないのは、植栽後の保育施業

程度であり、農業と比べましても、総体的に維持管理の負担は大きくありません。その

ため、高齢で森林管理が出来ないという理由で、直ちに町が引き取り公的管理を行うと

いう考えは、話が飛躍しており、無理があるものと考えます。また、令和 6年 4月 1日

から相続登記の申請が義務化されたことをきっかけに、森林の所有権を手放したいと思

っていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。この法改正は、相続登記をしない

まま土地が放置され所有者が不明となることで、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など

の問題が発生することを避けるために行われたものです。そのため、こうした法律の義

務を逃れるために、安易に自治体が公的管理を行うことは、不動産所有者の管理責任意

識や納税意識を減退させかねないものであり、森林法に基づく森林管理や、美郷町の林

業振興とは相入れないものと考えます。一方で、相続した土地所有者が国に維持費用を

10年分納めるなど、一定の条件で、国が土地を引き取り国有化をする相続土地国庫帰

属制度というものが、昨年 4月から始まっております。一見しますと、相続後に、税金

や管理の手間がかかることを理由に、手放したいという人にとってみれば、都合のいい

制度と考えられますが、実際には厳しい要件が課されており、また、民間需要の乏しい

土地を国有化した後、どう有効活用をしていくのかといった問題が指摘をされており、

現段階では有効な方法とは思われません。そして、町の集約化対策検討の背景として、

中原議員がご指摘されました林野庁などが寄附を含め、町が引き取り公的管理をするこ

とを提案していることへの期待も強まっているという記述についてですが、林野庁が、

そうしたことを推奨している事実は全くなく、また、法的制度的根拠もありませんので、

事実誤認だと思います。そもそも、高齢化や相続、個人の財産管理の問題を、町の林業

振興、あるいは森林管理、それに伴う森林施業集約化などと、1くくりにして議論する

ことは、かなり乱暴なご主張だと思います。なお、美郷町の森林施業の集約化につきま

しては、他自治体と比べてかなり進んでいるのが現状です。まず、地籍調査につきまし

ては、平成 27年度に 100％完了し、既に土地所有者の境界が不明確な山林はありませ

ん。全国的にみても、地籍調査が完了している自治体はほとんどありません。また、平

成 29年度には、島根県下で最初に林地台帳を作成し、森林の集約化と森林施業の効率

化をいち早く進めており、こうした地道な積み重ねが、現在の美郷町の林業の強みとな

っております。さらに、美郷町では、森林施業の集約化対策に早い時期から着手をして
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おります。地域森林計画や、市町村森林計画といったいわゆるマスタープランを実行し

ていくための森林経営計画を、森林組合へ委託集約をし、森林組合から林業経営体へ役

割配分していくことが、町の林業振興及び森林管理上有効と考え、実効性を担保するた

め、平成 30年に美郷町と森林組合、林業経営体で、持続可能な森林経営確立のための

協定を締結をしております。こうした取組み方針をもとに、町、森林組合、林業経営体

で構成する美郷町林業推進協議会が組織一丸となって、効率よく計画的な森林管理に取

り組んでいるところです。その結果として、令和 5年度末で、美郷町の森林経営計画作

成面積は、8602ヘクタールとなっており、町内民有林の 42％をカバーしております。

これに、森林総合研究所の計画面積を加えると、1万 273ヘクタールとなり、カバー率

は 50％以上になります。島根県下 19市町村の森林経営計画の平均カバー率は、21％で

あることを勘案しますと、美郷町の集約化が突出して進んでいるということがわかりま

す。今月末には、JR 西日本が町内に所有する鉄道林を森林組合の森林経営計画として、

町が認定をする予定としておりまして、集約化はさらに進むものと考えております。2

点目の人材育成、担い手確保についてお答えします。美郷町の人口減少対策としまして

は、令和 2年 3月に策定されました美郷町まち・ひと・しごと創生総合戦略いわゆる美

郷町人口ビジョンの中で、林業従事者の人材育成や担い手の確保に努めることが、基本

目標の一つとして明記をされています。実際には、既に、令和元年度から美郷町単独で

はなく、島根県及び町内林業事業体と一緒になって、森林環境譲与税を活用しながら、

林業従事者の人材育成及び担い手確保に取り組んでいます。人材育成につきましては、

県外研修や、企業相互の職場見学と意見交換会の開催を初め、安全装備品に対する助成

制度などを創設をしています。現場従事者から大変好評をいただいており、他自治体か

らも高い評価をいただいています。担い手確保におきましては、美郷町林業推進協議会

で作成した美郷町の林業の概要や、企業団体を紹介したパンフレットを作成し、関係者

が協力して取り組んでいます。島根県立農林大学校の学生への説明会には、私自らも、

林業事業体と一緒に出向いて、美郷町ならではの充実した移住定住支援策を説明をした

り、島根県や島根県林業公社、林業労働力支援センター主催の高校生等を対象とした就

業相談への働きかけも行ったりをしています。また、邑智郡森林組合と山興緑化有限会

社は、島根県から、島根県林業魅力向上プログラム登録事業体に認定をされるなど、林

業経営体自らが、福利厚生制度の充実、専門性や能力を高めるキャリアアップシステム

の導入、労働条件、就労環境の改善などに積極的に取り組まれています。本年 7月には、

島根県と邑智郡森林組合の働きかけで、島根中央高校 2年生約 20名を対象に、林業学

習を行い、町内志君の林業公社造林地の搬出間伐地から邑南町の島根県森林組合連合会

江の川共販市場に至るまでの一連の木材流通の工程を見学をし、林業への就業を促して

います。今月には同じ内容で、矢上高校 2年生にも、林業学習を実施する予定となって

おります。こうした取組みの成果もあり、島根県立農林大学校から町内森林組合及び林

業事業体に、令和 2年度から令和 6年度までの間に、4名の若者が就業移住をしており

ます。最も林業は、災害発生率が全産業の約 10倍と言われており、農業以上に就業が

厳しい職種と言われています。引き続き、美郷町林業推進協議会を中心に、労働条件や

就労環境の改善、新規就業者の確保などを図り、美郷町の林業の魅力を伝えながら、就

業定住につながるよう努めてまいりたいと思います。3点目の国内産木材価格低落など

のもとでの方策についてお答えをします。初めに、木材利用に関して時代の大きな流れ
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をご説明します。戦後、昭和 25年以降、国内住宅需要が大幅に増加をし、木材不足と

木材価格高騰が起こりました。こうした状況に対し、国は造林施策を積極的に進めると

ともに、昭和 39年には、全面的な木材輸入の自由化を行いました。その後、昭和 40年

代の円高により輸入木材がさらに入手しやすくなったことから、昭和 55年頃を境に、

国産の木材価格が低下してまいりました。事前にいただきました通告書には、輸入関税

撤廃により、国内産木材価格が低落したというふうに書いてありますが、そのご認識は

正確なものではありません。確かに、平成 27年の環太平洋パートナーシップ、いわゆ

る TPP協定が合意された時期には、輸入木材等の増加による国産材価格の下落が懸念を

されておりました。しかし、実際には令和に入り、新型コロナウイルスの世界的大流行

によるコンテナ不足、アメリカの住宅金利引下げによる住宅投資ブームから始まった第

三次ウッドショック、ロシアのウクライナ振興によるロシアからの木材輸入の禁止とい

った国際社会情勢から、世界的な輸入木材の需給逼迫が起こりました。これに伴い、輸

入木材価格が高騰し、さらに円安が拍車をかけたことから、相対的に国産材が見直され、

国産材価格は、しばらく持ち直しの傾向を見せ、その後、現在は横ばいで推移している

というのが実際のところです。こうした歴史と現状の社会情勢を踏まえ、ご質問にお答

えします。まず、国内産木材価格低落のもとでの方策ということですが、まずそもそも、

一地方自治体で単独でできることは極めて限られており、こうした課題につきましては、

国が主体となって取り組むべきものだと考えております。いうまでもなく、国産木材価

格は、森林所有者や森林組合、素材生産業者といった川上の関係企業、団体だけでなく、

川中に当たる木材加工業者、川下の住宅メーカーや工務店そして、これらの取引を仲介

する流通業者など、多様なプレーヤーで構成される複雑な流通システムの中で形成をさ

れています。そして、国際社会情勢や資源価格の動向、為替の値動きなど、国内だけで

は対処出来ない海外要因が複雑に絡み合っております。また、価格以外の問題もありま

す。国産木材は急峻な山で育つため、曲がりなどの癖があり、歩留まりが悪かったり、

乾燥などの加工を施す必要が出てきたりするため、一般的には、住宅のはりには強度の

強い輸入木材が優先して使われる傾向があります。こうしたことから、国産木材価格に

対して、川上に属する我々行政や事業者だけでは、置かれた環境を変えることは出来ま

せん。以上のようなことから、美郷町として、国内木材価格低落に対して独自に何か取

り組むといったことは考えておりません。町としましては、どんな状況にあれ、これま

でと同様に、地道に島根県等々と連携をして、循環型林業の中で、省力化、効率化を推

進していくことが、重要であると考えています。具体的には、高性能林業機械やドロー

ンによる原木生産や再造林低コスト化に取り組むことが、競争力の強化につながり、こ

うした取組みによる就労環境の改善が人材養成や担い手確保につながるものと考えてい

ます。引き続き、美郷町林業推進協議会を中心に、森林環境譲与税を有効に活用して、

実効性のある林業政策につくり込んでいきたいと考えています。 

●原議長 

5番、中原議員。 

●中原議員 

どうも丁寧なお答えをいただきまして、ありがとうございます。それでは、私のほう

から質問に入りたいと思いますが、最初に、3点のですね、質問内容の前提としてです

ね、お伺いしたいと思いますが、そもそも、森林の持つ役割ですね、森林の評価につい
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ては、美郷町の森林整備計画の中に、4項目示してありますが、よく知られています水

源涵養機能ですね、水源を守ると。それから山地災害防止機能、これは山崩れなんかを

起こさないようにということだと思います。それから快適環境形成機能維持推進、これ

炭酸ガスの固定だとか、そういうことを指してるんだと思います。ちょっと私、最後わ

からなかったのは保健文化機能維持管理森林ということで、ここに 4つ挙げてあるんで

すが、最後のやつは私も、これからちょっと勉強しようとは思いますが、私伺いたいと

思いましたのは、快適環境形成機能といいますか、炭酸ガスの固定機能ですね、森林が

炭酸ガスを固定して、空気の浄化に大きな役割を発揮しているというのは、指摘されて

いるところですが、これについてですね、ちょっとお伺いしたいんですが、炭酸ガスを

固定する能力ですね、これは美郷町の森林にどのぐらいあるのか。これは、担当課長さ

んなんでしょうけども、持ち合わせた資料がありますでしょうか。 

●原議長 

番外、美郷バレー課長。 

●安田美郷バレー課長 

公益的機能別森林の区域についての機能別森林というところについてのご質問という

ことなんですけども、実際に、美郷町の森林整備計画 10ページのところの（2）の②の

ところに快適な環境形成云々と書いてあります。この中には一切炭酸という部分が、文

言も一切ございませんので、私のほうでは、承知も認識もしていないということがござ

います。それとあわせまして、先ほど町長の答弁でございましたけども、県の地域森林

計画と市町村森林整備計画、美郷町森林整備計画でございますけども、これが一つの指

針のマスタープランになりまして、これを実現するために、町が認定、あるいは県・国

が認定する森林経営計画がございますけども、これで実効性を高めていくということに

なっておりますけども、ここにも、一切森林経営計画にも、こういう炭酸ガスとかです

ね、こういうことは一切認定基準とか、文言が一切ございませんので、ちょっと私のほ

うでは認識していないという状況でございます。 

●原議長 

5番、中原議員。 

●中原議員 

これは多分、お持ちかもわかりませんが、令和 3年 12月 27日付けでですね、林野庁

長官の通知が出ておりまして、これに、森林による二酸化炭素吸収量の算定方法につい

てということで、数式なんかが出てるんですね。私ちょっとこれでやってみようと思っ

たんですけど、ちょっと私では手に負えないところがあって、出来なかったんですけど

も、私などが小さい時から教わってきたのは、1人の人間が吐き出す炭酸ガスですね、

これを吸収するためには、スギ、ヒノキなどが 160本いるんだよということで、森林の

大切さを子どもながらにも教わってきた経過があるんですけども、そういう意味で、森

林の持つ、こういう役割ですね、これらについて、やっぱり例えば美郷町の山がですね、

どれだけの二酸化炭素吸収量があって、そのことの意義ですね、とても美郷町で出す炭

酸ガスの量なんかをはるかに超える水準になりますから、おそらく近在のですね、都市

部の炭酸ガス浄化などにも役立ってると思うんですけども、そういうことでですね、山

に対する理解を深めていくことも大事かというふうに思いますので、通知は出てますか
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ら、またの機会にですね、教えていただければというふうに思います。それで、先ほど

町長にお答えいただいた中でですね、公的管理と集約化の問題ですけども、町による公

的管理につきましては、所有者が責任を持って管理するのは原則だというふうにお答え

になりました。これはね、私は、それはそうだと思います。しかし、この町の森林整備

計画の中でも明確に言ってますように、そういう所有者が責任を持って管理出来なくな

ってるということが、美郷町の場合大きな課題で、だから、森林を集約していくことが

ですね、森林計画の中で、非常に大きな比重、最大の比重をやっぱり持たせてるんだと

いうふうに思うんですね。ですから、所有者が責任を持って管理するのは原則であって、

この考え方は、それはそうなんだろうというふうに思いますけども、しかしそれが出来

なくなっているというのが町の認識でもあります。したがって、どうするかということ

で、先ほど町長述べられましたように、町もいろんな努力をしてですね、大きな成果を

上げてきているというご説明だったんで、もう少し具体化していきたいと思ってるんで

すけども、72％だったですかね、72％が美郷町の森林の割合なんですけども、その中で、

個人の民有林ですね、これが大変多いというのも、この整備計画の中に書いてあるんで

すけども、それでは、一体美郷町の所有者っていうのはですね、人数にしてどのぐらい

の方が所有者になってるのか。わかりますでしょうか。 

●原議長 

番外、美郷バレー課長。 

●安田美郷バレー課長 

まず、72％のとこですけども、これは、民有林に対して、民有林面積に対して、町全

体の面積の 72％ということだと思っております。それと、今、ご質問の、何人ぐらい

が森林所有者かということですけども、大変申し訳ないですけども、今手持ちのほうに

人数のほうは、今、お持ちしておりません。ただ、森林を何人所有しているかというと

ころよりも、今、町が大事にしているところは、森林経営計画そのものをどういうふう

に森林を管理していくか、経営委託をするかというところに趣きを置いておりますので、

そこに集約してつくり込むという、先ほど町長の答弁がございましたところを重視して

おりますので、何人持ってどのぐらいかっていうとこまでは、今現在ちょっと手持ちは

持っておりませんので、後ほどまた報告させていただこうと思います。 

●原議長 

5番、中原議員。 

●中原議員 

先ほどの答弁にもありましたけど、美郷町では、この森林の集約が進んでいると。こ

こは、最重点課題として取り組んでおられますから、相当なことをやっておられるんだ

と思いますが、最近ちょっとトーンダウンしたようですけども、林野庁なんかは個人で

管理出来なくなった山をですね、手放したいと言えばそれを引き取ると、あるいは買い

取ると、寄附も受けるというふうに言ってたんですが、ちょっとトーンダウンはしてる

ようですけども、その方針を撤回したというふうにはなってないんですが、町の進めて

いる集約化の方法論といいますかね、どういうやり方で、集約をしているのか。集約と

はどういうことなのかということを、ちょっとご説明いただけないでしょう。 
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●原議長 

番外、美郷バレー課長。 

●安田美郷バレー課長 

町の集約の方法ということですけども、その前に、林野庁が寄附を受けるということ

を先ほどおっしゃられましたけども、先ほど町長の答弁にございましたように、林野庁

そのものは、自治体あるいは町にですね、寄附を受けるというような指示も一切ござい

ません。というのは、今の森林法にのっとった林野庁の制度につきましては、基本的に

森林経営計画、あるいは森林経営管理制度という 2種類、ちょっとよく似てるんですけ

ども、それによって、森林所有者には、所有権がそのまま残って、何年か約束して、公

の自治体、あるいは、意欲ある林業事業者に預けて、何年か後にそれを戻すという制度

しかございませんので、基本的に林野庁が、そのままですね、自治体に所有権を自治体

に渡すというような制度とか働きかけが、まずないということをちょっと前提に、町の

集約方法をご説明させていただこうと思います。ただ、先ほど、繰り返しになりますけ

ども、町長が答弁で申し上げましたようにですね、まず、町としましては、地元の林業

事業体 2社と、あと、森林組合ですね、ここで協定を結びまして、これによって、町の

町有林、私有林、一体となった取組みをやっていくと。その中で森林経営計画をつくっ

ていかなければならない。なぜなら、島根県の地域森林計画と、町の市町村森林経営計

画、これがまさに将来、県あるいは町の将来像になりますが、それがマスタープランを

実行していくために森林経営計画を立てると。その森林経営計画を立て立てるっていう

ことは、結構なその能力が要ります。誰でも立てれるかと言ったら、立てることは難し

いところもあります。また立てるのも、中原議員さんおっしゃられましたように、小さ

な零細の森林所有者さんもたくさんおられますので、そうなりますと、1ヘクタールか

3ヘクタールになるとですね、非常に、施業も効率化出来ないっていうところで、森林

経営計画を、森林組合さんが委託を受けてですね、契約をして、そこでまとまった面に

してですね、それで物を進めていくと、他の 2つの林業事業体に関しましては、そうい

う計画は出来ませんけども、森林組合が采配をして、役割を、こういうところを伐りな

さい、こういうふうにやりなさいというふうに指示をしていくという、こういうふうな

流れになっています。今現在は、美郷町の林業推進協議会として、これもまた町長の繰

り返しの答弁と同じことになるんですけども、林地台帳が、地積が 100％出来て林地台

帳で出来てますから、どこをどのように、公的森林の機能別で施業をやっているかとい

うことを協議しながら、全体をやっていくと。そういう形で集約化をやってます。ただ、

これもまた先ほど町長と同じなんですけども、実際に経営計画に入りにくいところに関

しましては、みさとの森事業、森林環境譲与税が元年から出来ましたので、ここでみさ

との森事業を使いながらですね、どんどんフォローしていくというような流れをとって

おります。参考まででございますけども、先ほどの森林経営計画、美郷町は 50％を超

えております。県内でも突出しております。他のところの平均が 21％ということです

けども、進んでないところは逆にですね、森林経営管理制度というのは、令和元年に新

たに出来たんですけども、これはですね、森林経営計画がうまくいかないから、そっち

へ移行するというこれも難しいところでして、結局、市町村が受けてそれをですね、入

札掛けて誰かやりませんかって手を挙げてもらってそれに関して、意欲のある林業事業

体が、手を挙げてそこを私が管理しますっていうふうになるんですけども、管理します
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となったときに今度は所有者と契約をすると。その代わり、10年、15年後に儲かった

らこれほどで割りましょうっていうような約束事をして契約するんですね、ちょっと分

収林と似たようなところがあるんです。ですから、非常に所有者さんには期待を持たせ

たりとか、結構トラブルが多いと。結果、今島根県は、どのぐらい進捗率があるかとい

うと 0.03％です。面積でいうと 100％ぐらいしか、森林経営管理制度は動いてません。

昨日ちょっとある自治体さんが来られたんですけども、もうやめたと。結構やめたとい

う周りの自治体さんが私でも 2、3ございます。手間もかかるしと。結局、所有権が移

動しないというところの中で、どう制度を泳がしていくかというところで、美郷町とし

ては、やはり森林経営計画をとりながら動かしていくというような取組みをしています。 

●原議長 

5番、中原議員。 

●中原議員 

いろいろご説明いただいたんですが、私が理解でき兼ねることは、どうなった場合に

ですね、集約したというふうに判断をしてるんでしょうかね。集約率が 50％以上とか、

おっしゃったんですけれども、どういう状態にあることが、集約をしたということなん

でしょうか。 

●原議長 

番外、美郷バレー課長。 

●安田美郷バレー課長 

基本的にはですね、集約は、森林所有者さんが、森林経営委託をですね、森林組合さ

んあるいは林業事業体、分収林だったら町がやってるわけですけども、その中で、経営

計画を立ててこういうふうな全体でまとまりのある中で、山をこういうふうな方向にし

たいと。あるいは森林管理をしていきたいということを謳ってこういうふうに経営をし

ていきますよということを謳い文句にするんですけども、その全体像の頭が、市町村森

林整備計画や地域森林計画に適合しているかということも認定の判断になって、認定が

されて初めて全体が集約されたというふうなことになります。 

●原議長 

5番、中原議員。 

●中原議員 

そうしますと、所有者さんがですね、整備計画にもありますように、個人では管理出

来なくなってきてるわけですね。そういうふうに、町も認識しておられると。個人の方

が自分ではもう管理出来ないというふうに判断をしたときに、町にそういうことを相談

をすればですね、町としては、それを森林組合に再委託するということですか。 

●原議長 

番外、美郷バレー課長。 

●安田美郷バレー課長 

先ほど町長が答弁で申し上げたとおりですね、点在した森林に関しましては、森林経

営計画で、一緒に呼び込めるところと、そうでないところがございますので、そういう

ところに関しては、集約というよりも、むしろ森林管理、町全体の森林機能を高めると
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いうことで、森林組合あるいは美郷町林業推進協議会ですね、町にも相談していただい

て、その中で、いいアイデアで、森林が発揮できるような、機能を発揮できるような施

業を提案しながら、環境譲与税をつくりながら、森林管理をしていきますというふうに、

町長申し上げましたので、ちょっと繰り返しになりますけども。 

●原議長 

5番、中原議員。 

●中原議員 

今おっしゃった国が設けた新森林環境贈与税でですね、これは町には、私の認識では

3000万弱おりてるというふうに思ってるんですけど、そういうふうに理解していいで

すかね。 

●原議長 

番外、美郷バレー課長。 

●安田美郷バレー課長 

森林環境譲与税は、令和 5年度が 3156万 8000円です。これが配分率が今度変わりま

して、以前は、私有林の人口割が 60パーで、人口が 30％、従業者が 20％だったのが、

都市に非常に配分が多く行くから、もっと人口のところの割合を減らせということで、

30％が 25％になって、それも私有林面積が 55％ということで、少し配分率が、令和 6

年度の、今現在、予定はでございますけども、4月時点では、4448万 6000円が今のと

ころ、これ確定ではないですけども、今年度入ってくる予定になっている金額でござい

ます。 

●原議長 

5番、中原議員。 

●中原議員 

なかなか難しくて私も理解がですね、十分いかなくて申し訳ないんですが、町の森林

整備計画にですね、書いてありますように、個人では、もう森林を管理することが難し

くなっていると。こういう認識を町もお持ちなんですよね。したがって、そういう森林

を適切に管理していこうと思えば、個々の森林所有者から、何らかの方法で預かるかな

んかしてですね。それで、整備を進める。整備計画の中に組入れていくという手段をと

ることになると思うんですが、そういう理解でいいんですかね。 

●原議長 

番外、美郷バレー課長。 

●安田美郷バレー課長 

地域森林計画、これは美郷町森林整備計画と言いますけども、これは、島根県の江の

川流域地域森林計画という県がつくる計画がありまして、それに基づいて、美郷町の森

林整備計画というのは作成しております。ほぼイコールです。全く変わるということは

ありません。その上に、国の森林計画というものがございますけども、ほぼ制度にのっ

とった形で計画をつくっていくということなんですけども、この計画が出来たのが、令

和元年度に策定してます。これ林野庁も、あと、島根県も承認を得てると。この承認は

なぜかっていうと、もともと全体の全国森林計画に合致しているかどうかを林野庁が見
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ると。今度、県のほうは、知事認定は、これは、県の地域森林計画に合致しているかど

うかを認定をもらって、合致しているということになりました。これ、策定が令和元年

ですから、始まったのが始期が令和 2年からです。町長が先ほど取組みを申し上げまし

たのは、それから、こっちの頑張ってやってきたことを今町長が、答弁させていただき

ましたので、そういうところがございますので、ちょっと、ご理解いただければという

ふうに思います。 

●原議長 

5番、中原議員。 

●中原議員 

例によってだんだん時間が足りなくなってきましたので、先に進めたいんですが、私

がこの点で問題意識を持っていることの一つはですね、ここは町と一緒なんだと思うん

ですが、個人では、山の管理は出来なくなってきてるということなんですね。それで、

多くの森林所有者の方がですね、息子たちに、財産を、財産でもないんだけど、負の財

産みたいなもんですが、そういうものを譲らなきゃいけない、山の所有権なんかを変え

なきゃいけないと、そういう時期に差しかかってるんですね。所有者が歳をとってきて

ますから。その場合、子どもさんたちからはですね、そんな今山は持ってても自分で管

理は出来ないし、税金だけはどんどんかかってくると。今年の 4月からですかね、森林

所有者が変わったら、その届出を 5年以内にきちっとやらなきゃいけないということな

んかも法律で義務化されたということがあるから、できればそういうものを、相続だと

か何かしないでですね、手放してもらいたいという希望が出されていると。そういう場

合にですね。手放すといったって、それは受け取り手でなきゃ手放せないわけですから、

しかし、もう一方では、個人では管理出来ないと、こういう現実があると。そこんとこ

ろをどういうふうに、町としてはですね、整理つけようと考えておられるのか。 

●原議長 

番外、美郷バレー課長。 

●安田美郷バレー課長 

まずそこの整理の前に、根本的に、この森林経営計画は、森林の機能とかですね、公

益的機能とかそういうところでありまして、相続云々っていうところはですね、全くち

ょっとこれ法律が、森林法と趣旨とは全く違ってくるところだと思います。森林法って

いうのはですね、基本的にですね、山が儲かる儲からないではなくて、森林法の目的と

いうのは、森林の保存培養と国土の保全を両立させると。森林の要する多面的機能を十

分に発揮させることだと。そのために、森林の市町村森林整備計画等のマスタープラン

があって、それを実現させるために森林経営計画があるという一つの流れになっており

ます。そうしますと、まずここを、森林法に照らしたときに所有権云々という言葉が出

てくるのかどうか。これは山だけの話じゃなくて、これは大体、省庁でも全然違うとこ

の話だと思うんですね。これは、先ほど町長の、これも答弁なんですが、ひとくくりで

話しすることが、全くちょっと違ってくる話に、集約化とですね、変わってくるという

ことを町長申し上げられたと思うんですけども、そういう話にまずなるということが 1

点あります。それと、町が先ほどの、ちょっと脱法的なことの話になってくると思うん

ですが、この税金の義務を、結局逃れるために、町が取ったっらいいじゃないかという
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ような、今、何か私もちょっと取り方が間違ったら申し訳ないんですけども、そういう

話には、本来違うでしょうということを、今、先ほど町長の答弁の中では言われました。

今の制度の中で、どういうふうに考えていくかと。林業の方は林業の森林制度の中で考

えていくかということがやっぱり大事であると。例えばですね、中原議員さんがおっし

ゃった所有権、町が公的に何の理由もなく議会議決せず、執行部が提案してやった場合、

どういうことになってるかと実はこれは新聞にも出ておりますけども、兵庫県の佐用町

さんと、徳島県の那賀町さん、これ山の町ですけども、ここが町が買い取ってます。佐

用町さんは、1平米当たり 10円で購入をされています。今、令和 4年度から実施され

ておりまして、昨年度は 1億 1000万使われてます。購入に。今年度は 1億 3000万予算

計上されておりまして、今、令和 6年 8月時点で引き取り面積が 900ヘクタールありま

す。ということは、使ったお金が 2億 4000 万で、今後どうされますかということをお

聞きしましたら、令和 4年から 10年間もしくは引き取り面積 5000ヘクタール及んだ場

合に、期間終了時に、継続か終了の判断を行いますというふうに書いてあります。とい

うことは、もし 5000ヘクタールであれば、今の数字でいくと、13億 4400万円を町が

お金を出したことになると。一方で譲与税は、大体 4500万、美郷町とほぼ近いんです

けども、これの 7割を使っておられます。ということは、土地を買うために 7割使って、

2番目のご質問の人材の育成とか、そういうものがみんな吹っ飛ぶんですね。ただ土地

を買うだけで。じゃあ土地を買ったところを町が本当にその後に、森林の経営をきちっ

とやっているかっていうと、実は聞きますと、小面積が引き取ったけども、小面積が点

在して施業など管理が出来ていないと。1箇所のみ施業を行うと小面積なので、機械の

重機持っていったりするとコストがかかり過ぎるんだと。放置している状態だと。挙げ

句の果ては、住民の人からはですね、せっかく町が引き取ったんだからしゃんしゃん町

が管理せいやと、お叱りを受けることが多いっていうことが、担当者から来ているとい

うことで、非常にこれは異例であり、追随してないというところが、実際に、もしそう

いうことをやった場合の先行事例が 2件あるということもちょっと申し添えたいと思い

ます。 

●原議長 

2番、中原議員。 

●中原議員 

このことだけやってるわけにいきませんので、切り上げたいと思いますが、要は、町

が森林整備計画の中で、強調してるですね、個人では管理出来ないと。山をですね。し

たがって集約化が課題だと、最大の課題だというふうに、町や森林整備計画の中で述べ

てるんですけども、これについて、納得のいくですね、私が理解が出来ないんだと思う

んですけども、今のとこそういう状況にあります。それで、次の質問に移るんですけど

も、労働条件の改善の問題ですね。山のですね、これは私も 6年前ですかね、この問題

を議会で 2、3回続けて取り上げさせていただいて、その議論の中で、先ほど町長も強

調されました協議会が結成されて、そこで労働条件の改善の問題なんかについても、熱

心に議論されてですね、一定の改善がされたということを私は承知しております。今も

森林組合で 13名の方が働いておられるというふうに聞いてますけども、森林労働者の

労働条件の改善の問題で、肝腎なことは、当時から私主張してるんですけど、山の仕事

で生活が成り立つかどうか。山の仕事で家族を養っていけるかどうかということだろう
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というふうに思うんですけども、今森林で働いてる人森林組合の方もあるでしょうし、

林業事業所の方もあると思うんですが、そういうところで働いてる人の労働条件として、

平均賃金はどのくらいか、承知をしておられますか。 

●原議長 

番外、美郷バレー課長。 

●安田美郷バレー課長 

平均賃金ですけども、これに関しては、1企業の平均賃金幾らということはちょっと

ここでは差し控えさせていただこうと思います。ただ、全国としましては、一般の産業

全体の平均が大体 430万とかって言われてる中で、林業に関しては大体 340万ぐらい、

これ全国平均の統計です。これ、340万なんですけども、実際それは、多い少ないも平

均値なのであるとは思うんですけども、これで、島根県の令和 2年から令和 6年度まで

の農林水産基本計画ですね、これで目標に上げているのが、これに近い数字、100万ぐ

らいアップしたいというような目標を充てておりまして、令和 5年度の実績値がたしか

370万ぐらいだと思って見ておりますけども、まだまだ全体からいうと 100万ぐらい低

いんだというところが、全体の平均ですね。そういう認識でおります。 

●原議長 

2番、中原議員。 

●中原議員 

個別の企業のですね、賃金水準なんかについては、私もそこを尋ねていないんですけ

ども、美郷町で働いてる林業労働者の賃金の平均が 300数十万に、今なりつつあると。

全産業の平均が 400万を超えてるんで、そこに近づけるような方向で努力しているとい

うふうに受け止めていいんですかね。 

●原議長 

番外、美郷バレー課長。 

●安田美郷バレー課長 

町長が、3 問目の質問で、答弁されたと思いますけども、いかに省力化をしていくか。

今の全体の木材情勢、世界も含めた木材情勢の中で、島根県と一緒にやっていく、同じ

目標に向かってやっていくと。林業はみんなつながっておりますので、そういう点では

ですね、省力化をしっかりとやってですね、できるだけ利益コストを下げながら、収益

を上げていくという構造をやっていくということで、ドローンとかいろんな機械、高性

能林業機械とかですね、あるいは、この労働安全に関しましたら、再三、こうした議会

のほうで、ご報告申し上げますけども、議員の皆様の指摘によってですね、ご提案によ

ってですね、美郷町の林業労働安全性向上という部分の助成もしっかりと 4分の 3つけ

てやらさせていただいておりますので、そういう思いでおります。 

●原議長 

5番、中原議員。もう時間がないので、よろしくお願いします。 

●中原議員 

やむを得ないんじゃないかと思いますし、いろんな努力をされてきてるというのを私

も承知しております。ぜひ、継続してですね、やはり最初に申し上げましたけども、山
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の仕事で暮らしが成り立つと。こういう労働条件、水準をですね、ぜひ確保できるよう

に、町としてのご努力を引き続きお願いをしておきたいというふうに思います。 

●原議長 

番外、美郷バレー課長。 

●安田美郷バレー課長 

昨年の 9月に、これは議会の行政報告で、町長が、昨年の定例会でも申し上げました

けども、昨年の 9月に松江で全国の森林組合職員連盟の全国研究会の大会がございまし

て、こちらから、邑智郡森林組合の美郷町所長と、あと、本所の日野原所長のほうが行

って発表美郷町の取組みをされております。発表された後に、どういう感想だったか、

あるいはお聞きしましたら、これは、北海道から九州までだったんですけど、皆さん言

われたことは、2人が風通しのいい林業の施策を美郷町をやってるということを言われ

たら、本当にどうしてこういうことができるのかと。これは町長さんの理解があるのか、

また、議会の議員の皆さんの理解があるからできるんだろうということをですね、たく

さんの人から聞いたというふうに、この間もですね、ちょっと、再度ちょっと振り返っ

てお聞きしましたそういうこともありましたので、ぜひ、ご協力お願いできればという

ふうに思います。ちょっと過ぎてすみませんでした。 

●中原議員 

時間が来ましたので、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

●原議長 

中原議員の質問が終わりました。 

以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 

次の会議は明日 13日金曜日、定刻より開きます。 

本日はこれをもちまして散会といたします。 

お疲れさまでした。 

（散 会 午 後 ２時 ０２分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


